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「健康で生き生きと、つながりながら暮らせるまち」実現のために

超高齢化社会の到来とともに高齢者を取り巻く社会情勢は大きく変化しています。

平成 年に介護保険制度がスタートし、 年が経過しましたが、これまでの間に大きな見直し

が行われてきました。

介護保険法の施行から 年が経過した平成 年には、「予防重視型システムへの転換」が図ら

れ、要支援者への保険給付をこれまでの「介護給付」から切り離して新設した「予防給付」により実

施することとし、その要支援者へのケアマネジメントを地域包括支援センターにおいて行うこととな

りました。

平成 年には、サービス利用者が制度創設当初の約 倍に達し、医療、介護、予防、住まい

等のサービスを切れ目なく提供する「地域包括ケアシステム」の実現に向けての体制づくりが進め

られました。

そして、平成 年には、「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革を推進する法律」

に基づき、介護保険法が改正され、「介護予防・日常生活支援総合事業」が創設されました。

本市におきましても、平成 年 月から「介護予防・日常生活支援総合事業」に取り組み、要支

援者に対する訪問介護や通所介護について、これまで全国一律の基準で行っていた保険給付

から、南丹市の地域事情に応じた取り組みができる地域支援事業に一部移行して実施していま

す。

今後は、介護事業者はもとより、自治会や町内会、老人クラブ、ＮＰＯ法人、ボランティア団体等

の住民団体が主体となって多様なサービスを提供する「地域での支え合いの体制づくり」が大変

重要となります。

この計画は、市民の皆様方からの貴重なご意見を基に、南丹市高齢者福祉計画・介護保険事

業計画策定委員会での協議・検討を経て策定したものであり、今後 年間の高齢者福祉施策の

指針となるべき計画です。

高齢者の方々をはじめ、誰もが「健康で生き生きと、つながりながら暮らせるまち」を基本理念に

市民の皆様方、保健・医療・福祉の各関係団体、介護事業者等との連携・協働により施策を推進

します。

最後になりましたが、本計画の策定にあたりご尽力を賜りました南丹市高齢者福祉計画・介護

保険事業計画策定委員会委員の皆様をはじめ、アンケート調査への回答や、さまざまな方面から

ご協力をいただきました市民の皆様、並びに関係者の皆様に心から御礼申し上げます。

２０１８（平成３０）年３月

南 丹 市
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第１章 計画の概要



１．計画策定の背景と趣旨

わが国の総人口は、 年（平成 年）の 億 万人をピークに減少過程に入ってお

り、 年（平成 年）には 億 万人にまで減少しています。

この間も、 歳以上の高齢者人口については一貫して増加を続けており、 年（平成

年）には過去最高の 万人に達し、総人口に占める高齢者人口の割合（高齢化率）につい

ても過去最高の ％となるなど、高齢化が進んでいます。

一方、生産年齢人口（ ～ 歳）については、 年（平成７年）に 万人のピーク

を迎えた後は減少を続け、 年（平成 年）には 万人まで減少しています。（総務省

「人口推計」 月１日現在による）

こうした高齢者の増加を背景に、介護保険制度のサービス利用者も増加し続けており、介護

保険の給付費は急速に増大しています。

今後ますます高齢化が進むとともに、生産年齢人口は減少していくことが予測される中、介

護保険制度を含めた社会保障制度全体の安定的・持続的運営が危惧される状況にもなっていま

す。

特に今後は、大きな人口集団である団塊の世代や団塊ジュニアが 歳以上に達する時期に

介護需要等の急増が想定され、それぞれ 年問題、 年問題として、その対応策が大き

な課題となっています。

地域においては、ひとり暮らし高齢者や認知症高齢者など、支援・介護を必要とする高齢者

が今後ますます増加するとともに、地域の高齢者・障がい者・子どもに関する、さまざまな地

域の課題が重層化・複雑化していくものと考えられます。

こうした状況の中、医療・介護（予防）・生活支援サービスを切れ目なく提供し、高齢者の

地域生活を支援する「地域包括ケアシステム」の構築を図るとともに、さらに広い視点からは、

地域で暮らす全ての人々が一人ひとりの暮らしと生きがいをともに創り、高め合う社会（地域

共生社会）の実現を目指すことが求められています。

本市では、高齢者施策の方向性を示す計画として、 年（平成 年）度～ 年（平成

年）度を計画期間とする『南丹市 高齢者福祉計画・第６期介護保険事業計画』を策定し、

これに基づく施策の展開を図ってきたところです。

『南丹市 高齢者福祉計画・第６期介護保険事業計画』は、３年ごとの見直しが定められた

法定計画であることから、今般の介護保険制度の改正や本市における高齢者の状況の変化等を

踏まえつつ、計画の見直しをする必要があります。

本市に暮らす高齢者がそれぞれの住み慣れた地域において、自分らしく安心して暮らしてい

けるまちづくりを目指し、市民・事業者・行政が協働して高齢者福祉の充実に取り組んでいく

ための指針となる計画として、 年（平成 年）度～ 年度を計画期間とする『南丹市

高齢者福祉計画・第７期介護保険事業計画』を策定します。



２．計画の位置づけと役割

［法的位置づけ］

本計画は、老人福祉法（第 条の８）に基づく「老人福祉計画」と介護保険法（第 条

第１項）に基づく「介護保険事業計画」の２計画を一体のものとして策定した計画です。

また、「介護保険事業計画」については、その第６期～第９期の計画について、“ 年を見

据えた地域包括ケアシステムの構築”を実現するための「地域包括ケア計画」としての位置づ

けも併せ持つものです。

［計画の役割］

「高齢者福祉計画」は全ての高齢者を対象とした本市の高齢者福祉に関する計画であり、主

に介護保険給付対象サービス以外の、高齢者に係わるサービスの必要な見込量や整備計画等を

示すものです。

また、「介護保険事業計画」は、介護保険の給付対象となるサービスの種類ごとの見込量等

について定め、介護保険の事業費の見込みを明らかにし、その推進方策を示す介護保険運営の

もととなる事業計画です。

市町村は、老人居宅生活支援事業及び老人福祉施設による事業

（以下「老人福祉事業」という。）の供給体制の確保に関する計画

（以下「市町村老人福祉計画」という。）を定めるものとする。

老人福祉法

第 条の８

市町村は、基本指針に即して、３年を１期とする当該市町村が

行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画（以

下「市町村介護保険事業計画」という。）を定めるものとする。

介護保険法

第 条第１項

高
齢
者
福
祉
計
画

介
護
保
険
事
業
計
画



［市の計画体系における位置づけ］

本計画は、本市における最上位計画である「第２次南丹市総合振興計画」（ 年（平成

年）度～ 年度）におけるまちづくりの理念を踏まえた、高齢者福祉分野の個別計画にあた

ります。

また、「南丹市地域福祉計画」との調整を行い進めていきます。

地域における高齢者福祉事業全般に関する計画として位置づけるほか、本市の他の福祉関連

計画や防災、生涯学習や、府などの関連分野における市の個別計画等と整合性のある計画とし

て策定します。

南丹市 総合振興計画

地域福祉計画

高齢者福祉計画

介護保険事業計画

障害者計画

障害者福祉計画

子ども・子育て支援事業計画

その他個別計画

・

・

・

・

防災関係

教育関係

連
携
・
整
合
性

京都府保健医療計画

京都府高齢者健康福祉計画



［計画の期間］

介護保険事業計画が３年ごとに見直しを行うことと合わせ、高齢者福祉計画についても３年

ごとに見直しを行うこととなっています。

したがって、今回策定する「南丹市 高齢者福祉計画・第７期介護保険事業計画」は、

年（平成 年）度から 年度までの３か年を計画期間とします。

ただし、計画策定にあたっては、団塊の世代が 歳に達する 年度を見据えつつ、また

地域包括ケアシステムの実現のため、中長期的視点から、これを行うこととしています。

～ 年 年

第５期計画

第６期計画

第７期計画

～ 年

（平成 ～ 年）

～ 年

（平成 ～ 年）

団塊の世代が

歳以上に

年を見据えた

中長期的な視点で策定



３．計画の策定・推進体制
（１）策定体制

歳以上の高齢者や、在宅の要支援・要介護認定者やその介護者に対してアンケート調査を

実施し、高齢者の現状や意見を把握するとともに、パブリックコメントを実施しました。

パブリックコメント制度とは、市民の皆様の声を市政に生かすため、市の重要な政策などを

決定する場合、あらかじめ「案」の段階から公表して市民の皆様の意見をいただき、その意見

等を十分に考慮した上で、最終的な意思決定を行う制度です。

これは、多くの方の意見を伺うことで、市が意思決定を行うにあたって、公正性を確保する

とともに、説明責任の徹底を図るものです。

そして、保健・医療・福祉・介護の関係機関、団体の代表者、学識経験者等で構成する「南

丹市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委員会」において、計画内容について検討し策定

しました。

市（計画決定） 

諮問 答申

担当課 

（事務局機能） 

庁内関連部署 

調整・連携運営事務

住民 

関係団体 

事業者 等 意見
反映

計画策定委員



（２）推進体制

計画を効果的かつ実効性のあるものとするために、計画・実行・評価・改善のＰＤＣＡサイ

クルを確立し、管理していきます。

特に地域包括ケアシステムの深化・推進を図るため、介護予防・重度化防止、介護給付費適

正化等の取り組み内容及び目標を記載し、計画に位置づけられた目標の達成状況についてのチ

ェックを行い、次期計画につなげていきます。

さらに、全市的な観点から本計画を推進するため、医療機関や社会福祉法人などの関係機関

との連携を進めます。

さまざまな施策の推進にあたっては、行政だけでなく、市民、サービス提供事業者、関係団

体等との協働のもと、相互が連携し、一体となって取り組むことが必要です。

そのため、南丹市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委員会等を通じて本計画の実施状

況、進捗状況を点検・評価し、高齢者をめぐる状況の変化等に対応した、より効果的な事業の

実施方法を検討するなど、適切な進行管理を行います。

自立支援・重度化防止に向け、地域マネジメントを実施

＜ＰＤＣＡサイクル＞

①地域の実態把握・課題分析 
②地域の共通目標を設定 
③目標達成に向けた具体的な計画の策定 
④計画に基づき、自立支援・介護予防に向けた取り組みを推進 
⑤実施した施策・取り組みの検証（目標の達成状況の評価） 
⑥取り組み実績を評価した上で、必要な計画の見直し 





第２章

高齢者を取り巻く現状と課題



１．統計データからみる現状と将来推計
（１）総人口・高齢者人口の現状

本市の総人口は減少傾向で推移しており、 年（平成 年）には 人となっていま

す。一方、高齢者人口は増加傾向にあり、 年（平成 年）に 人となり人口に占め

る割合が ％と３人に１人が高齢者となっています。後期高齢者数はほぼ一定ですが、前期

高齢者が 年からの５年間で 人増加しています。

資料：住民基本台帳（各年 月１日現在）
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また、高齢化率は 年（昭和 年）から 年（平成 年）の 年間で ％から

％に ポイント上昇しており、京都府及び全国平均と比べて約６ポイント高い傾向が

続いています。

資料：国勢調査（各年 月１日現在）

地区別に年齢別人口構成比をみると、園部地区ではいわゆる団塊の世代の構成比は比較的低

くなっていますが、他の地区では概ね ％と最も多い世代となっています。

資料：住民基本台帳（ 月１日現在）
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（２）総人口・高齢者人口の将来推計

本市の総人口については、今後も緩やかな減少傾向で推移し、 年には 人に、ま

た、 年には 人にまで減少するものと見込まれます。

資料：住民基本台帳（各年 月１日現在） 年（平成 年）以降は独自推計値

将来の高齢者人口については今後微増しますが、 年（平成 年）をピークに減少して

いくと見込まれ、 年には 人に、また 年には 人になると見込まれます。

一方、後期高齢者数・高齢化率は 年には 人、 ％になると見込まれます。

資料：住民基本台帳（各年 月１日現在） 年（平成 年）以降は独自推計値
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（３）高齢者世帯の現状

本市の高齢者世帯数は増加傾向で推移しており、 年（平成 年）には 世帯、高

齢者世帯率は ％となり全世帯の半数の世帯に高齢者がいる状態です。

また、夫婦のみの世帯及びひとり暮らしの高齢者世帯が増加している一方で、その他の同居

世帯などは減少傾向にあります。

資料：国勢調査（各年 月１日現在）
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（４）要支援・要介護認定者数の現状と将来推計

認定者数は、高齢者人口の増加を背景に増加傾向で推移しており、 年（平成 年）に

は 人となっています。

高齢者数は 年（平成 年）をピークに減少すると見込まれますが、後期高齢者の増加

を背景に認定者数は今後も一貫して増加を続け、 年には 人に、また 年には

人にまで増加するものと見込まれます。認定率についても、 年には ％に、また

年には ％に増加するものと見込まれます。

※資料：介護保険事業状況報告（各年９月分） 年（平成 年）以降は独自推計値
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（５）高齢者の就業状況

高齢者の就労人口は、 年（平成 年）から 年（平成 年）にかけては減少傾向

にありましたが、 年（平成 年）には増加しており、特に“ ～ 歳”では 年（平

成 年）の 人から 人と 人増加しています。

資料：国勢調査（各年 月１日現在）
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２．アンケート調査結果
（１）介護予防・日常生活圏域ニーズ調査結果より

１回答者属性

○男性の方が約 ポイント高く、前期高齢者が約 ％、後期高齢者が約 ％となっています。地

区は「園部地区」が約 ％「八木地区」が約 ％、「日吉地区」が約 ％、「美山地区」約 ％

となっています。

２家族及び生活状況

○ひとり暮らしが約 ％、夫婦のみが約 ％、２世帯が約 ％となっています。「１人暮らし」

は、女性で多く、高齢になるほど、介護などにより同居率が高くなっています。

○介護が必要な方は約 ％ですが、高齢であるほど何らかの介護を必要とする人の割合が高くなっ

ています。

介護・介助は必要ない 何らかの介護・介助は必要だが、現在は受けていない
現在、何らかの介護を受けている 無回答

介護・介助
の必要性

n=1,967

１人暮らし 夫婦２人暮らし（配偶者 歳以上）
夫婦２人暮らし（配偶者 歳以下） 息子・娘との２世帯
その他

家族構成

n=1,967

男性 女性 無回答

性別

園部地区 八木地区 日吉地区 美山地区 無回答

地区

n=1,967

～ 歳 ～ 歳 ～ 歳 ～ 歳
～ 歳 歳以上 無回答

年齢



３地域活動

○日常的に参加していると考えられる週に１回以上の参加は、「⑥収入のある仕事」が約 ％、「②

スポーツ関係のグループやクラブ」が約 ％、「③趣味関係のグループ」が約９％となっていま

す。また、いずれかに週に１回以上参加している方は、約 ％となっています。

○地域活動には約 ％が参加してもよいと考えています。

４たすけあい

○心配事や愚痴を聞いてくれる人や聞いてあげる人は、それぞれ「配偶者」が約 ～ ％となって

おり、次いで「友人」「別居の子ども」などとなっています。また、「そのような人はいない」

は、約４～８％となっています。

○家族や友人・知人以外の相談相手がいない人は約 ％で、最も多いのは「医師等」の約 ％と

なっています。

②スポーツ関係のグループやクラブ

③趣味関係のグループ

⑥収入のある仕事

週４回以上 週２～３回 週１回 月１～３回 年に数回 参加していない 無回答

会やグループの参加頻度

n=1,967

是非参加したい 参加してもよい 参加したくない 無回答

地域づくりへの
参加意向

n=1,967

医師・歯科医師・看護師

そのような人はいない

社会福祉協議会・民生委員

地域包括支援センター・市役所

自治会・町内会・老人クラブ

ケアマネジャー

その他

無回答

家族や友人・知人以外で相談する相手

n=1,967



○友人・知人と会う頻度が週に１回以上の方は約 ％となっており、“日吉地区”“美山地区”で、

約 ％となっており、他地区よりやや多くなっています。

５健康について

○主観的な健康感は『よい』と感じている方が約 ％、『よくない』と感じている方が約 ％と

なっています。

○治療中、後遺症のある病気は「高血圧」が約 ％、「ない」が約 ％となっています。また、

“美山地区”で病気は「ない」の割合が ％で最も多くなっています。

とてもよい まあよい あまりよくない よくない 無回答

主観的健康感

n=1,967

高血圧

ない

目の病気

糖尿病

心臓病

治療中、または後遺症のある病気（上位５項目）

n=1,967

毎日ある

週に何度かある

月に何度かある

年に何度かある

ほとんどない

無回答

友人・知人と会う頻度

n=1,967



６介護保険制度

○介護が必要になった場合、『自宅で暮らしたい』が約 ％となっており、保険料の負担と介護サ

ービスについては、「平均的なサービスで平均的な保険料がよい」と考える方が約 ％となって

います。

７福祉サービス・高齢者施策

○いずれの事業・サービスも、現在の利用状況は５％以下と低い状況ですが、利用意向は ％以上

となっています。利用意向は「外出支援サービス」が約 ％で最も多く、次いで「除雪対策事業」

が約 ％、「訪問理美容サービス」が ％となっています。

○高齢者が健やかに過ごすために力を入れるべき施策として「在宅での生活や介助がしやすいよう、

保健・医療・福祉サービスの連携と充実」が最も多く約 ％となっており、在宅介護の要望が高

く、在宅介護に関するサービスの充実が望まれています。

家族等による介護を中心に自宅で生活したい

介護保険サービス・福祉サービスを

活用しながら自宅で生活したい

老人ホーム等の施設に入所したい

わからない

無回答

介護が必要となった場合の対応

n=1,967

在宅での生活や介助がしやすいよう、

保健・医療・福祉サービスの連携と充実

何でも相談できる窓口をつくる等相談体制の充実

サービス利用の手続きの簡素化

特別養護老人ホーム等の入所施設の整備

年代にかかわらず、住民同士がふれあう機会や場の充実

高齢者が健やかに過ごすために力を入れるべき施策

n=1,967



８生活機能評価

○アンケート調査のうち、『からだを動かすこと』『食べること』『毎日の生活』などの結果をも

とに、生活機能の低下の程度について分析しました。

生活機能の評価項目ごとの該当者（リスク者）の割合は、高齢であるほど割合が高くなっていま

す。

９まとめ

○今後、団塊の世代が 歳以上に達する 年に向けて後期高齢者が増加していくことが予想

され、介護が必要な方の増加が予想されます。各個人の生活面は当然のことながら、介護保険

制度上の費用の面からも介護予防の取り組みが重要になると考えられますが、地域活動へ参加

してもよいと考える人が約 ％いるものの、日常的に活動している人は約 ％であり、さら

に日常的な地域活動等への参加を促していくことで介護予防へつなげていくことが重要と考

えられます。

○心配事などの話し相手は、配偶者が最も多く、また友人や別居の子どもが多いですが、家族や

友人など以外には相談相手がいない方も多く、さらには友人などとの会う頻度も地区によって

頻度が異なります。特にひとり暮らしの方や、配偶者がいない方、地域とのつながりが薄い方、

子どものいない・近所にいない方に対して見守りを強化することで心配事を把握し、地域住民

や行政、専門職、医療関係者等の地域のさまざまな支援者間の連携を強めて情報共有すること

で、たすけあいの体制を構築・強化することが必要と考えられます。

○現行のサービスでは、「外出支援サービス」や「除雪対策事業」の利用意向が高くなっていま

す。また、介護が必要になった場合、『自宅で暮らしたい』と考える方が約 ％と多く、力を

入れるべき施策としても在宅介護に関するサービスの充実が求められています。
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（２）在宅介護実態調査結果より

１．回答者属性

○女性が約 ％、男性が約 ％で、後期高齢者が約 ％、要支援者が約 ％、要介護１・２が約

％、要介護３・４・５が約 ％となっています。また、単身世帯が約 ％、夫婦のみ世帯が

約 ％となっています。

２．在宅生活の継続

○施設等への入所・入居の検討状況は、要介護度が重度であるほど「検討中」「申請済み」の割合

が高く、申請先は、特別養護老人ホームが最も多くなっています。理由は、「介護している人の

身体的・精神的な負担が大きい」など、介護者の理由が多くなっています。

○介護保険サービスの利用状況は、要介護度が重度であるほど、「訪問系を含む組み合わせ」が多

くなっています。

男性 女性 無回答

性別

n=521

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３
要介護４ 要介護５ わからない 無回答

認定状況

n=521

歳未満 ～ 歳 ～ 歳 ～ 歳
～ 歳 ～ 歳 歳以上

年齢

n=521

単身世帯 夫婦のみ世帯 その他世帯 無回答

世帯類型

n=521

要支援１・２（ ）

要介護１・２（ ）

要介護３以上（ ）

検討していない 検討中 申請済み 無回答

施設等への入所・入居の検討状況

要支援１・２（ ）

要介護１・２（ ）

要介護３以上（ ）

未利用 訪問系のみ 訪問系を含む組み合わせ 通所系・短期系のみ 無回答

介護保険サービスの利用状況



○介護者の不安な介護項目は、「夜間の排泄」や「認知症状への対応」などで高く、特に「認知症

状への対応」は、要介護の状態となると高くなっています。

○今後の介護予防・高齢者福祉への要望については、「在宅での生活や介助がしやすいよう、保健・

医療・福祉サービスの連携と充実」が最も多く、在宅介護に関するサービスの充実が望まれてい

ます。

○在宅介護に関するサービスのうち、特に「夜間の排泄」「認知症状への対応」などの介護者の不

安を取り除き軽減できるサービスが求められていると考えられます。また、サービスの利用状況、

施設等への入所・入居の検討状況をみると、中重度の要介護者が在宅生活を維持していくために

は、「訪問系を含む組み合わせ」が必要と考えられます。

夜間の排泄

認知症状への対応

入浴・洗身

日中の排泄

外出の付き添い、送迎等

要支援１・２（ ） 要介護１・２（ ） 要介護３以上（ ）

不安な介護（抜粋）



３．就労継続

○要介護度が重度であるほど「問題なく、続けていける」の割合が低くなっています。

○「続けていくのは、やや難しい」「続けていくのは、かなり難しい」と考える方の不安な介護項

目は、「日中の排泄」「夜間の排泄」「認知症状への対応」などの項目で高くなっています。

○介護を理由に仕事を辞めたもしくは転職した方は、要介護３以上では２割を超えています。また、

介護のために、何らかの調整をしながら、働いている方が約半数で、介護度が高いほど多くなっ

ています。

○要介護度が高いほど、就労継続が困難な傾向がみられます。

特に、「続けていくのは、やや難しい」「続けていくのは、かなり難しい」と考える方の不安な

介護項目は、「日中の排泄」「夜間の排泄」「認知症状への対応」などの項目で高く、これらの

介護者の不安を取り除き軽減できるサービスが求められます。

また、職場の理解や、柔軟な勤務体制を構築するなどの事業所への働きかけが必要と考えられま

す。

要支援１・２（ ）

要介護１・２（ ）

要介護３以上（ ）

問題なく、続けていける 問題はあるが、何とか続けていける
続けていくのは、やや難しい 続けていくのは、かなり難しい
主な介護者に確認しないと、わからない 無回答

就労継続

日中の排泄

夜間の排泄

認知症状への対応

問題なく、続けていける（ ）
問題はあるが、何とか続けていける（ ）
続けていくのは「やや かなり」難しい（ ）

不安な介護（抜粋）



３．介護保険事業等の動向
１ 第１号被保険者・認定者数・総給付費

第１号被保険者数及び認定者数、認定率については、想定よりも少ない傾向となっています。

総給付費及び第１号被保険者１人当たり給付費も、計画値よりもやや少なくなっており、特

に在宅サービスが対計画比で約 ％（第６期累計）となっています。

第5期 第6期

累計 累計

第1号被保険者数 （人）

要介護認定者数 （人）

要介護認定率 （%）

総給付費 （円）

施設サービス （円）

居住系サービス （円）

在宅サービス （円）

第1号被保険者1人あたり給付費 （円）

第5期 第6期

累計 累計

第1号被保険者数 （人）

要介護認定者数 （人）

要介護認定率 （%）

総給付費 （円）

施設サービス （円）

居住系サービス （円）

在宅サービス （円）

第1号被保険者1人あたり給付費 （円）

第5期 第6期

累計 累計

第1号被保険者数 （人）

要介護認定者数 （人）

要介護認定率 （%）

総給付費 （円）

施設サービス （円）

居住系サービス （円）

在宅サービス （円）

第1号被保険者1人あたり給付費 （円）

対計画比(実績値／計画値)

【実績値】「第1号被保険者数」、「要介護認定者数」、「要介護認定率」は厚生労働省「介護保険事業状況報告」9月月報。「総給付費」は厚生労働省「介護
保険事業状況報告」年報、月報値、平成29年は見込み値
【計画値】介護保険事業計画にかかる保険者からの報告値
※「第1号被保険者1人あたり給付費」は「総給付費」を「第1号被保険者数」で除して算出

実績値

計画値



２ サービス別利用者数

施設サービスで一部、対計画比で ％を超えていますが、その他はほぼ計画通りか少ない

傾向にあります。特に在宅サービスのうち、「訪問入浴介護」「通所リハビリテーション」「短

期入所療養介護（老健）」「特定福祉用具販売」が対計画比で ％以下と想定よりも少ない結果

となっています。いずれも実数としても減少傾向にあります。

第 期 第 期
累計 累計

施設サービス 小計 （人）
介護老人福祉施設 （人）
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 （人）
介護老人保健施設 （人）
介護療養型医療施設 （人）

居住系サービス 小計 （人）
特定施設入居者生活介護 （人）
地域密着型特定施設入居者生活介護 （人）
認知症対応型共同生活介護 （人）

在宅サービス 訪問介護 （人）
訪問入浴介護 （人）
訪問看護 （人）
訪問リハビリテーション （人）
居宅療養管理指導 （人）
通所介護 （人）
地域密着型通所介護 （人）
通所リハビリテーション （人）
短期入所生活介護 （人）
短期入所療養介護（老健） （人）
短期入所療養介護（病院等） （人）
福祉用具貸与 （人）
特定福祉用具販売 （人）
住宅改修 （人）
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 （人）
夜間対応型訪問介護 （人）
認知症対応型通所介護 （人）
小規模多機能型居宅介護 （人）
看護小規模多機能型居宅介護 （人）
介護予防支援・居宅介護支援 （人）

第 期 第 期
累計 累計

施設サービス 小計 （人）
介護老人福祉施設 （人）
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 （人）
介護老人保健施設 （人）
介護療養型医療施設 （人）

居住系サービス 小計 （人）
特定施設入居者生活介護 （人）
地域密着型特定施設入居者生活介護 （人）
認知症対応型共同生活介護 （人）

在宅サービス 訪問介護 （人）
訪問入浴介護 （人）
訪問看護 （人）
訪問リハビリテーション （人）
居宅療養管理指導 （人）
通所介護 （人）
地域密着型通所介護 （人）
通所リハビリテーション （人）
短期入所生活介護 （人）
短期入所療養介護（老健） （人）
短期入所療養介護（病院等） （人）
福祉用具貸与 （人）
特定福祉用具販売 （人）
住宅改修 （人）
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 （人）
夜間対応型訪問介護 （人）
認知症対応型通所介護 （人）
小規模多機能型居宅介護 （人）
看護小規模多機能型居宅介護 （人）
介護予防支援・居宅介護支援 （人）

【実績値】厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報、月報値、平成 年は見込み値
【計画値】介護保険事業計画にかかる保険者からの報告値

実績値

対計画比 実績値／計画値



３ １人１月当たり利用回数

「短期入所生活介護（要支援）」「訪問看護（要支援）」で計画値よりも少なく、「訪問リハビ

リテーション（要支援）」では計画値よりも多い結果となっています。

第 期 第 期
累計 累計

訪問介護 要介護 （回）
訪問入浴介護 要支援 （回）

要介護 （回）
訪問看護 要支援 （回）

要介護 （回）
訪問リハビリテーション 要支援 （回）

要介護 （回）
通所介護 要介護 （回）
地域密着型通所介護 要介護 （回）
通所リハビリテーション 要介護 （回）
短期入所生活介護 要支援 （日）

要介護 （日）
短期入所療養介護（老健） 要支援 （日）

要介護 （日）
短期入所療養介護（病院等） 要支援 （日）

要介護 （日）
認知症対応型通所介護 要支援 （回）

要介護 （回）

第 期 第 期
累計 累計

訪問介護 要介護 （回）
訪問入浴介護 要支援 （回）

要介護 （回）
訪問看護 要支援 （回）

要介護 （回）
訪問リハビリテーション 要支援 （回）

要介護 （回）
通所介護 要介護 （回）
地域密着型通所介護 要介護 （回）
通所リハビリテーション 要介護 （回）
短期入所生活介護 要支援 （日）

要介護 （日）
短期入所療養介護（老健） 要支援 （日）

要介護 （日）
短期入所療養介護（病院等） 要支援 （日）

要介護 （日）
認知症対応型通所介護 要支援 （回）

要介護 （回）

対計画比 実績値／計画値

【実績値】厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報、月報値、平成 年は見込み値
【計画値】介護保険事業計画にかかる保険者からの報告値

実績値



４ サービス別給付費

在宅サービスが全体的に計画値に対して少なくなっています。

「訪問リハビリテーション」「小規模多機能型居宅介護」は増加する傾向で計画していまし

たが、利用者数・１人当たり１月の利用回数はほぼ一定もしくは減少傾向で推移したため、給

付費の対計画比では ％以下となっています。

「短期入所療養介護（老健）」は５期期間中は同程度で推移しており、概ね同程度で推移す

ると計画していましたが、利用者数が減少したため、給付費の対計画比では ％以下となって

います。

第 期 第 期
累計 累計

施設サービス 小計 （円）
介護老人福祉施設 （円）
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 （円）
介護老人保健施設 （円）
介護療養型医療施設 （円）

居住系サービス 小計 （円）
特定施設入居者生活介護 （円）
地域密着型特定施設入居者生活介護 （円）
認知症対応型共同生活介護 （円）

在宅サービス 小計 （円）
訪問介護 （円）
訪問入浴介護 （円）
訪問看護 （円）
訪問リハビリテーション （円）
居宅療養管理指導 （円）
通所介護 （円）
地域密着型通所介護 （円）
通所リハビリテーション （円）
短期入所生活介護 （円）
短期入所療養介護（老健） （円）
短期入所療養介護（病院等） （円）
福祉用具貸与 （円）
特定福祉用具販売 （円）
住宅改修 （円）
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 （円）
夜間対応型訪問介護 （円）
認知症対応型通所介護 （円）
小規模多機能型居宅介護 （円）
看護小規模多機能型居宅介護 （円）
介護予防支援・居宅介護支援 （円）

第 期 第 期
累計 累計

施設サービス 小計 （円）
介護老人福祉施設 （円）
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 （円）
介護老人保健施設 （円）
介護療養型医療施設 （円）

居住系サービス 小計 （円）
特定施設入居者生活介護 （円）
地域密着型特定施設入居者生活介護 （円）
認知症対応型共同生活介護 （円）

在宅サービス 小計 （円）
訪問介護 （円）
訪問入浴介護 （円）
訪問看護 （円）
訪問リハビリテーション （円）
居宅療養管理指導 （円）
通所介護 （円）
地域密着型通所介護 （円）
通所リハビリテーション （円）
短期入所生活介護 （円）
短期入所療養介護（老健） （円）
短期入所療養介護（病院等） （円）
福祉用具貸与 （円）
特定福祉用具販売 （円）
住宅改修 （円）
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 （円）
夜間対応型訪問介護 （円）
認知症対応型通所介護 （円）
小規模多機能型居宅介護 （円）
看護小規模多機能型居宅介護 （円）
介護予防支援・居宅介護支援 （円）

実績値

【実績値】厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報、月報値、平成 年は見込み値
【計画値】介護保険事業計画にかかる保険者からの報告値

対計画比 実績値／計画値



「介護老人福祉施設」の利用者をみると、全利用者数はやや増加していますが、要介護３以

上の方の利用者数は増加しています。 年（平成 年）以降、「要介護３以上」の方のみが

利用対象者となったことが影響していると考えられます。

一方で、利用者数が減少している在宅サービスは、「通所リハビリテーション」を除き、全

てのサービスで「要介護３以上」の方の利用が減少しています。

施設入所などの影響に伴い、在宅サービスの利用者が減少したため、対計画比で総給付費が

少なくなっているものと考えられます。

※資料：介護保険事業状況報告（年報値）

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 計 要介護３以上

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

介護療養型医療施設

特定施設入居者生活介護

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

認知症対応型共同生活介護

訪問介護

訪問入浴介護

訪問看護

訪問リハビリテーション

居宅療養管理指導

通所介護

通所リハビリテーション

短期入所生活介護

短期入所療養介護（介護老人保健施設）

短期入所療養介護（介護療養型医療施設等）

福祉用具貸与

介護予防支援・居宅介護支援

認知症対応型通所介護

小規模多機能型居宅介護

施
設

サ
ー

ビ
ス

在
宅

サ
ー

ビ
ス

居
住
系

サ
ー

ビ
ス

利用者数の差分（ ）



第３章 計画の基本方向



１．法律改正のポイント

年（平成 年）５月 日、「地域包括ケアシステムを強化するための介護保険法等の

一部を改正する法律」（改正法）が成立し、６月２日に公布されました。改正法のポイントは

以下の内容となっております。

〈１〉地域包括ケアシステムの深化・推進

①自立支援・重度化防止に向けた保険者機能の強化等の取り組みの推進（介護保険法）

・高齢者が有する能力に応じた自立生活を送るための取り組みの推進

・自立支援・重度化防止に取り組むようデータに基づく課題分析と対応、実績評価、

インセンティブ付与の制度化

②医療・介護の連携の推進等（介護保険法、医療法）

・日常的な医療管理が必要な重介護者の受入れや、看取り・ターミナル等の機能と生活施

設としての機能を兼ね備えた、介護医療院の創設

・介護療養病床の経過措置期間の６年間延長

③地域共生社会の実現に向けた取り組みの推進等（社会福祉法、介護保険法、障害者総合支

援法、児童福祉法）

・「我が事・丸ごと」の地域福祉推進の理念として、支援を必要とする住民が抱える多様

で複合的な地域課題について、住民や福祉関係者による把握、解決が図られることを目

指す旨を明記

・高齢者と障がい者が同一の事業所からサービスを受けやすくする「共生型サービス」の

位置づけ

〈２〉介護保険制度の持続可能性の確保

①現役世代並みの所得のある者の利用者負担割合の見直し

・２割負担者のうち特に所得の高い層の負担割合を３割とする。月額 円の負担の

上限あり。（ 年（平成 年）８月施行）（介護保険法）

②介護納付金における総報酬割の導入

・介護納付金への総報酬割の導入（介護保険法）



２．地域包括ケアシステムの深化・推進（重点課題）
（１）第７期事業計画策定の方向性

本市は、高齢化率 ％を超え、概ね３人に１人が高齢者となっており、今後、団塊世代が

歳以上となる 年を見据えて、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができ

る、地域包括ケアシステムの構築を目指した第６期事業計画をより一層深化・推進していく必

要があります。

第７期の事業計画策定にあたっては、アンケート調査等から明らかになった本市の高齢者の

生活実態や地域のニーズ等を踏まえるとともに、第６期事業計画の振り返りをもとに継続性を

保ちながら進めてまいります。

（２） 年を見据えた地域包括ケアシステムの深化・推進方針

地域包括ケアシステムは、高齢者を対象に、医療・介護・予防・住まい・生活支援等の必要

な支援を包括的に提供し、地域での自立した生活を支援するための仕組みですが、その深化・

推進の過程・延長線上では、地域共生社会の実現に向けた「我が事・丸ごと」の包括的な支援

体制として機能していくことを視野に入れるものです。

地域包括ケアシステムの深化・推進にあたっては、現時点の整備状況を踏まえ、 年に該

当する第９期までに段階的に機能の整備・深化を図っていくものとします。

第７期の主たる整備目標としては、「住民の主体的な地域活動の促進」に取り組みます。

「住民の主体的な地域活動の促進」に向けて、第６期までには生活支援コーディネーターが

日常生活圏域ごとに配置されました。

今後、生活支援コーディネーターを中心に、各地域での介護予防の場や生活支援サービスな

どのニーズ把握などを行い、住民の主体的な地域活動を創出していきます。

地域共生社会の実現

地域共生社会とは、制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関

係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が 『我が事』として参画し、人と人、

人と資源が世代や分野を超えて『丸ごと』つながることで、住民一人ひとりの暮

らしと生きがい、地域をともに創っていく社会
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３．基本理念

前期の「南丹市高齢者福祉計画・第６期介護保険事業計画」では、「健康で生き生きと暮ら

せるまち」の基本理念を掲げ、「地域包括ケアシステム」の構築に向けて取り組んできました。

これは、生涯心身ともに健康で、生きがいや楽しみのある生活を送り、介護が必要となって

も尊厳を持ち続けられるまちづくりを目指すための基本理念でした。

本計画でもこれらを踏襲しつつも、さらにお互いに支え合い、たすけあっていくことで、み

んなでつながりながら住み続けられる、という視点を加え、基本理念を「健康で生き生きと、

つながりながら暮らせるまち」とし、高齢者が生きがいを持ち続け、住み慣れた地域で安心し

て暮らせるまちを目指します。

【基本理念】

健康で生き生きと、

つながりながら暮らせるまち



４．施策体系

基本理念

①地域包括支援センター事業の効率・効果的な実施

②相談支援体制の充実

③地域ケア会議の推進

④地域のネットワークの充実・強化

①高齢者虐待防止対策の推進

②権利擁護の推進

①在宅福祉・介護予防・生活支援サービスの充実

②家族介護支援

③施設サービスの充実

①認知症高齢者を支える地域づくり

②認知症施策の推進体制の強化

③認知症初期集中支援事業の推進

①在宅医療の周知・啓発

②医療と介護の連携強化

（６）生活支援サービスの体制整備 ①生活支援体制の整備

①高齢者の安全確保

②高齢者のための防犯・防災対策

①心身の健康づくり

②介護予防・重度化防止の推進

①高齢者の学習機会の提供

②高齢者の就業機会の拡大

③ボランティア等活動の支援

④老人クラブ活動の支援

⑤高齢者福祉センターの活用

①適正な認定調査と認定審査の実施

②介護給付適正化に向けた取り組みの推進

①サービス事業者への指導・助言

②介護サービスの質・量の確保

③ケアマネジャーの育成、質的向上

④サービス利用の促進

⑤介護相談員の派遣によるサービスの質の向上

⑥介護サービス従事者の人材確保、資質向上対策

（１）健康づくり・介護予防・重度化防止
      の推進

（２）高齢者の社会参加などによる
     生きがいづくりの推進

２．　健康で生き生きと暮らせる
     まち づくり

（４）認知症高齢者支援策の推進

（５）在宅医療・介護連携の推進

（７）高齢者の安心・安全の確保

１．  住み慣れた地域で安心して
     生活できるまちづくり

健
康
で
生
き
生
き
と
つ
な
が
り
な
が
ら
暮
ら
せ
る
ま
ち

（１）介護給付の適正化

（２）介護サービスの量・質の向上
     のための取り組み

３．　介護保険サービスを利用し
て安心して暮らせるまちづくり

施策の展開

（１）地域包括ケアシステムの深化・推進

（２）高齢者の尊厳を守る権利擁護
    の推進

（３）福祉サービスの充実



第４章 施策の展開



１．住み慣れた地域で安心して生活できるまちづくり

（１）地域包括ケアシステムの深化・推進

① 地域包括支援センター事業の効率・効果的な実施

事業内容

地域包括支援センターは、南丹市社会福祉協議会への委託により、市内４箇所（旧

町ごと）に事務所を設置し、地域高齢者の実態把握、介護予防の推進、高齢者やその

家族への総合的な相談や権利擁護のための取り組みを行っています。

主な業務として、①総合相談支援、②虐待の早期発見・防止などの権利擁護、③包

括的・継続的ケアマネジメント支援、④介護予防ケアマネジメント、⑤指定介護予防

支援事業所として要支援認定者のケアマネジメントを実施するという機能を担い、地

域住民の心身の健康保持及び生活安定のために必要な援助を行うことにより、包括的

支援事業を一体的に実施する中核的機関としての役割を持っています。また、地域包

括ケアシステムを深化、推進するにあたり、地域ケア推進会議や地域ケア個別会議の

役割の重要性も高まっています。

地域包括支援センターの担う業務の件数は、高齢者人口の増加などにより年々増加

傾向にあり、その内容も複雑・多様化しているため、引き続ききめ細やかな対応を行

うためには人員配置等について再度検討する必要があります。

平成 年度より「認知症総合支援事業」を推進するにあたり、地域包括支援センタ

ー内に認知症地域支援推進員を１名配置し、生活支援コーディネーターとの連携によ

り地域の高齢者支援施策の体制強化を図ります。

引き続き市と社会福祉協議会において緊密な連携を図りながら事業を実施するとと

もに、今後の地域包括支援センターの運営方法（市直営方式・委託方式・基幹型セン

ターの設置等）や、人員体制の整備（有資格の市職員配置）などの課題について、地

域包括支援センター運営協議会において検討・協議し、地域包括支援センター事業の

効率的・効果的な実施を図ります。



② 相談支援体制の充実

事業内容

年々相談内容が多様化・複雑化・専門化してきている中で、地域包括支援センター

は高齢者の何でも相談できる窓口として市民への周知を進めてきました。高齢者本人

や家族、地域の人などからのさまざまな相談を受け、各機関と連携を図りながら、相

談機能の充実・強化を図ります。

また、認知症高齢者は増加傾向にあり、それに伴い認知症に対する相談件数も増え

ており、専門的に対応する認知症地域支援推進員の配置や、認知症初期集中支援チー

ム「オレンジチームなんたん」の活動等により、認知症の人の意思を尊重しながら、

早期診断や早期対応に向けた支援につなげ、より専門的な相談体制も充実・強化して

いきます。

〈実績と目標〉

指 標

実 績 計 画

年

（平成 年）度

年

（平成 年）度

年

（平成 年）度

（見込み）

年

（平成 年）度

年

（平成 年）度

年

相談件数 件 件 件 件 件 件

③ 地域ケア会議の推進

事業内容

医療、介護の専門家や地域団体など多職種の関係者が協働して、個別課題や地域課

題を共有するとともに、高齢者の自立支援等について検討、推進する地域ケア会議を

開催します。また、これらの関係者が集まることで、地域支援ネットワークを構築し、

地域づくりや資源開発、政策形成を行います。

地域ケア会議は、テーマにより市全域、または、旧町単位で開催します。

また、一人ひとりの課題について協議する地域ケア個別会議では、個々の対象者に

ついて解決すべき課題の顕在化と具体的な支援策を検討するため、本人や家族、ケア

マネジャー、地域包括支援センター、医療機関、介護サービス事業所、地域（自治会

長、民生児童委員、近隣者等）、警察など必要に応じ招集し、開催することにより、個

別ケースに対応しています。地域ケア個別会議の結果を踏まえ、地域包括支援センタ

ーでは、個人の課題の共有・仕分けを行い、地域課題を優先順位化し、緊急性、重要

度、事業化への適性等を考慮し、それらを取りまとめて、地域ケア会議において、地

域の課題を解決するための検討や、既存事業の再構築、新たな事業の提案などにつな

げていきます。



〈実績と目標〉

指 標

実 績 計 画

年

（平成 年）度

年

（平成 年）度

年

（平成 年）度

（見込み）

年

（平成 年）度

年

（平成 年）度

年

地域ケア

個別会議
回 回 回 ― ― ―

地域ケア

会議
３回 ２回 ２回 ２回 ３回 ３回

④ 地域のネットワークの充実・強化

事業内容

地域のネットワークは、虐待防止、防犯・防災、認知症対策などの施策を展開する

上で、また高齢者の自立した生活を支える上で、あらゆる場面で重要となります。

これまでも、地域ケア会議、社会福祉協議会主催の地域別懇談会などの各会議や委

員会、検討会、協議体などの運営・開催から、またサロンなどをはじめとした住民同

士のつながりの強化や、ふれあい委員による訪問まで、幅広いネットワークづくりを

行ってきました。

また、定期的に高齢者宅を訪問する機会がある事業者と市、社会福祉協議会との三

者により「見守り協定」を締結し、日常生活の中でひとり暮らし高齢者等の異変の察

知や、連絡体制を整備することにより高齢者の見守り体制の充実を図ってきました。

今後さらに、高齢者のひとり暮らし世帯や認知症高齢者が増えていくと見込まれる

中で、民生児童委員、自治会、老人クラブ、ボランティア団体、社会福祉協議会、医

療機関など高齢者を取り巻く地域組織等との連携を強化し、「地域ぐるみの見守り体

制」の充実を図ります。



（２）高齢者の尊厳を守る権利擁護の推進

① 高齢者虐待防止対策の推進

事業内容

１）高齢者虐待に関する正しい理解の促進

家族等による虐待や介護施設従事者等による虐待などを防止するために、虐待に関

する知識の普及や介護者への負担軽減に向けた取り組みを行います。

２）虐待の未然防止、早期発見・早期対応

虐待の未然防止をはじめ、早期発見・早期対応ができるよう、地域包括支援センタ

ーを中心に関係機関と連携を図ります。

また、高齢者虐待防止マニュアルの見直しを行い、関係者が迅速に対応できるよう

改善しました。これに基づき、事案に応じて関係者との連携、ケース会議を行い高齢

者や養護者に対する相談、指導、助言等を実施します。さらに、早期対応のシミュレ

ーションを実施し対応機能の向上に努めます。

３）被虐待高齢者に関する事業

虐待を受けた高齢者については必要に応じて緊急一時保護を行うとともに、虐待を

した人と受けた人それぞれの心のケアに努めます。ケースによっては、地域包括支援

センターの職員や保健師の訪問により心のケアを行います。



② 権利擁護の推進

事業内容

１）権利擁護事業の推進

成年後見制度は、認知症や障がいによって、判断能力が十分でない高齢者が地域で

自立した生活ができるように専門的・継続的な視点から支援を行うものです。

地域包括支援センターを中心として、相談業務や関係機関との連携の中で支援の必

要な方のサポートに努めつつ、このような権利擁護の制度があることを広く市民に周

知・啓発を行っていきます。

そして、身寄りがない場合や、親族の協力が得られない場合など当事者による申立

てが期待できない認知症高齢者等に対し、この制度の適切な利用を可能とするため、

市長が申立人となる制度（成年後見制度利用支援事業）を活用していきます。さらに、

一定条件のもと、成年後見制度の利用にかかる費用負担が困難である人に対して助成

を行います。

本人の判断能力や生活状況を踏まえ、福祉サービス利用援助事業や成年後見制度の

利用を円滑に行える支援体制を整え、市民や関係機関と連携し、成年後見制度を利用

しやすい体制の構築に努めます。

２）老人保護措置制度の活用

家庭で家族等から虐待を受けている人や、環境や経済的な理由により自宅で生活す

ることが困難な高齢者、認知症等の理由により意思能力が乏しく、かつ本人を代理す

る家族等がいない場合の高齢者に対して、市町村が職権を持って必要な介護サービス

を提供する制度として、老人福祉法による措置制度があります。

制度が適切に活用されるよう、地域包括支援センターやケアマネジャー、民生児童

委員、サービス提供事業所等と連携しながら、事案の的確な把握と事実確認をはじめ、

措置決定などの流れを適切かつ迅速に行うことができる体制の強化に努めます。

３）「人権の尊重」に根ざした福祉のまちづくりの推進

ユニバーサルデザインによる社会を目指すため、誰もが利用できる施設整備の推進

に加え、「こころのバリアフリー」の普及啓発に努め、人にやさしい「福祉のまちづく

り」を推進します。

〈実績〉

指 標

実 績

年

（平成 年）度

年

（平成 年）度

年

（平成 年）度

（見込み）

成年後見制度
市長申立て ３件 ３件 ２件



（３）福祉サービスの充実

① 在宅福祉・介護予防・生活支援サービスの充実

事業内容

１）外出支援サービス事業

一般の公共交通機関を利用することが困難な高齢者や心身に障がいがある人に対

し、送迎用車両（リフト付等）を使用して医療機関及び院外薬局への送迎を行います。

２）訪問理美容サービス事業

寝たきり高齢者等の清潔保持とリフレッシュのために、居宅で理美容サービスが受

けられるよう、理美容師の出張に要する費用の一部を助成します。

３）あんしん見守りシステム事業

固定電話の回線に双方向通信装置を設置することで、 時間 日専門スタッフが

常駐するセンターとつながり、事前に登録いただいた近隣協力員の協力を得ながら緊

急時の対応や日常の健康に関する相談等を行うことができるシステムで設置の補助を

行っています。

４）老人日常生活用具給付事業

心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要なひとり暮らし高齢者等に対し、日常生

活用具の給付等を行い、日常生活の便宜を図ります。

５）高齢者等除雪対策事業

自力で除雪が困難な高齢者世帯等に対して、敷地内の歩行を可能とする除雪、住居

屋根の雪下ろし作業に対する費用の一部を助成します。

６）食の自立支援サービス

ひとり暮らし高齢者や高齢者世帯、または心身に障がいがある人で調理が困難な人

を対象に食事を定期的に提供するとともに、配達時には利用者の安否確認を行います。

７）はり・灸・マッサージ施術費補助事業

市内の視覚障がい者の経営する施術院で、はり・灸・マッサージの施術を受けた時

に、その費用の一部を助成します。

８）住宅改修支援事業

住宅改修に関する相談助言・情報提供・連絡調整等の実施、住宅改修費の支給申請

にかかる書類の作成経費の助成を行います。

９）訪問型サービス

①訪問介護相当サービス

介護予防訪問介護サービスを利用していた方でサービス利用が引き続き必要な方、

認知機能の低下や退院直後等により訪問介護員によるサービスが必要な方が訪問介護

を利用できるように、地域包括支援センター、ケアマネジャー・事業所等が連携して

円滑に利用できるように実施し、在宅での生活を支援していきます。



②訪問型サービスＡ （くらし安心サポート事業）

加齢等により負荷のかかる動作が困難である方に対し、掃除、食事の準備、買い物

等の生活維持のために必要な支援をしていきます。

③その他

市民主体の自主活動としてボランティア等を活用して日常でのちょっとした支援を

行う訪問型サービスＢを含めた多様なサービスの構築に向け、引き続き、生活支援コ

ーディネーターとの連携を密にし、市民のニーズの把握に努め、協議体の中でサービ

ス構築に向けた検討をしていきます。

）通所型サービス

①通所介護相当サービス

介護予防通所介護サービスを利用していた方でサービス利用が引き続き必要な方、

集中的に生活機能の向上のトレーニングを行うことで改善・維持が見込まれる方に、

これまでの予防給付の基準を基本に通所介護を実施します。

②その他

多様なサービスの構築に向け、引き続き、生活支援コーディネーターとの連携を密

にし、市民のニーズの把握に努め、協議体の中でサービス構築に向けた検討をしてい

きます。多様なサービスとしては、次のサービスの実施が考えられます。

・通所型サービスＡ：緩和した基準によるサービスで、運動・レクリエーションな

どを提供し、要支援者の状態等を踏まえながらサービスを実施。

・通所型サービスＢ：市民主体による支援を取り入れた事業で、体操、運動等の活

動など自主的な通いの場として提供。本市としては今後、体操・運動等の活動な

ど自主的な通いの場への支援方法を検討する。

〈実績〉

指 標

実 績

年

（平成 年）度

年

（平成 年）度

年

（平成 年）度

（見込み）

１）外出支援

サービス 
件数 件 件 件

実利用人数 人 人 人

２）訪問理美容

サービス 
件数 件 件 件

実利用人数 人 人 人

３）あんしん見守り

システム 
新規設置申請 台 台 台

トータル設置件数 台 台 台

４）老人日常生活

用具給付事業 件数 ０件 ３件 ３件

５）高齢者等除雪

対策事業 延件数 件 件 件



指 標

実 績

年

（平成 年）度

年

（平成 年）度

年

（平成 年）度

（見込み）

６）食の自立支援

サービス 
延提供食数 食 食 食

利用者数 人 人 人

７）はり・灸・マッ

サージ施術費補

助事業

件数 件 件 件

８）住宅改修支援

事業
件数 件 件 件

９）①訪問介護

相当サービス
延利用人数 ― ― 人

９）②くらし安心

サポート事業
延利用人数 ― ― 人

）通所介護

相当サービス
延利用人数 ― ― 人



② 家族介護支援

事業内容

１）介護用品支援事業

在宅で要介護４及び５に認定されている高齢者を介護している家族に対して、紙お

むつや尿とりパット等の購入費を一定の条件のもとに助成します。

２）家族介護者交流事業

在宅で寝たきりや認知症の高齢者等を常時介護している介護者を対象に、介護者の

心身の元気回復を図るため、講演会や介護者交流会を開催するなど、介護者同士の交

流を深めていきます。また、より多くの方が参加しやすい形態を模索していきます。

３）家族介護慰労事業

在宅で重度の要介護者を介護している家族を対象に一定の要件を満たす場合に慰労

金を支給します。また、家族介護者や介護に関心のある人が集い、定期的な情報交換

や意見交換を行う自主的な活動に対して支援を行います。

〈実績と目標〉

指 標

実 績 計 画

年

（平成 年）度

年

（平成 年）度

年

（平成 年）度

（見込み）

年

（平成 年）度

年

（平成 年）度

年

１）支給利用者数 名 名 名 名 名 名

２）回数 １回 １回 １回 １回 １回 １回

延参加者数 名 名 名 名 名 名

３）家族介護者慰労金 件 件 件 ― ― ―

寝たきり・認知症老人等

介護手当支給費
０件 １件 １件 ― ― ―

家族介護者の

会活動助成
４団体 ４団体 ４団体 ４団体 ４団体 ４団体



③ 施設サービスの充実

事業内容

１） 養護老人ホーム 
歳以上の高齢者であって、環境上の理由や経済的な理由により在宅での生活が困

難な高齢者が入所するための施設として養護老人ホームが整備されています。

本市内に整備されている養護老人ホームは、外部サービス利用型施設であるため、

特定施設サービス計画に基づき、介護サービス事業所の提供するサービスを受けるこ

とができます。

今後も入所者のニーズに合ったサービス提供に努めます。

２）軽費老人ホーム（Ａ型・Ｂ型）

家庭環境、住宅事情等により在宅での生活が困難な高齢者が、低額で利用できる施

設です。Ａ型は収入が利用料の２倍程度以下であること、Ｂ型は、食事の提供がなく

自炊ができることという入所の条件があります。

今後も、自立生活がやや困難な高齢者が、少ない費用負担で見守りや食事のサービ

ス提供を受けることができ、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう介護保

険の在宅サービスと連携を図りながらサービスの提供に努めます。

３）軽費老人ホーム（ケアハウス）

高齢者の居住性とケアに配慮し、自立した生活を確保するための施設です。

今後も介護保険の在宅サービスとの連携を図りながら、サービス提供に努めます。

また、「高齢者あんしんサポートハウス」については、現在、園部地内に 人定員

の施設が整備されていますが、さらに 人定員を増設し、施設サービスの充実を図り

ます。（平成 年度整備予定）

４）サービス付き高齢者向け住宅（サ高住・サ付き）

高齢者円滑入居賃貸住宅（高円賃）、高齢者専用賃貸住宅（高専賃）、高齢者向け優

良賃貸住宅（高優賃）の３つの登録制度が廃止され、一本化する形で「サービス付き

高齢者向け住宅」制度が創設されたもので、高齢者の居住の安定を確保することを目

的として、バリアフリー構造等を有し、介護・医療との連携による施設サービスを受

けることができます。

主に自立（介護認定を受けていない方）あるいは軽度の要介護高齢者の受け入れ先

として、介護保険の在宅サービスと連携を図りながらサービスの提供に努めます。



（４）認知症高齢者支援策の推進

① 認知症高齢者を支える地域づくり

事業内容

認知症に関する正しい知識を伝え、誤解や偏見をなくすとともに、認知症の特徴や

対応方法を広めるため、認知症サポーター養成講座を小・中学校やサロンなどで開催

します。

また、認知症高齢者及び家族等の介護者の悩みや不安を軽減し、情報交換や交流機

会を充実させるための認知症カフェは、市内では事業所が主体的に取り組みを実施し

ていますが、実施主体への情報提供や情報交換の場を設けるなどの活動により支援し

ていきます。

見守り体制としては、市内の事業所に対し南丹市徘徊ＳＯＳ「つながろう南丹ネッ

ト」への登録推進や、地域全体のネットワーク強化により見守り体制の充実を図りま

す。

〈実績と目標〉

指 標

実 績 計 画

年

（平成 年）度

年

（平成 年）度

年

（平成 年）度

（見込み）

年

（平成 年）度

年

（平成 年）度

年

認知症サポーター数 人 人 人 人 人 人

認知症カフェ箇所数 １箇所 ３箇所 ５箇所 ６箇所 ６箇所 ６箇所

南丹市徘徊ＳＯＳ

「つながろう南丹ネ

ット」登録数（新規）

箇所 ８箇所 ９箇所 箇所 箇所 箇所

② 認知症施策の推進体制の強化

事業内容

平成 年度より配置する認知症地域支援推進員は介護サービス事業所及び地域の支

援機関の連携を図るための支援や、認知症に関する相談対応等を行います。また、こ

れらの活動を通し把握した認知症に係る地域課題について、市と連携して具体策など

を検討し認知症施策の実施に取り組んでいきます。

また、平成 年度から市内の４事業所において認知症リンクワーカーも配置され、

認知症高齢者やその家族の支援を切れ目なく行うとともに、認知症初期集中支援チー

ムとの連携により認知症施策の強化を図ります。



③ 認知症初期集中支援事業の推進

事業内容

認知症の早期診断・早期対応を目的に、認知症初期集中支援チーム（オレンジチー

ムなんたん）を平成 年より立ち上げ、認知症高齢者に対する初期対応支援を実施し

ています。

今後も認知症高齢者に対する支援を行いつつ、医療介護等の関係機関との連携や、

認知症ケアパスなどを更新・活用しながら広報活動なども合わせて行っていきます。

〈実績と目標〉

指 標

実 績 計 画

年

（平成 年）度

年

（平成 年）度

年

（平成 年）度

（見込み）

年

（平成 年）度

年

（平成 年）度

年

認知症初期集中支援

チーム対応件数
― ― ５件 件 件 件



（５）在宅医療・介護連携の推進

① 在宅医療の周知・啓発

事業内容

高齢者が住み慣れた地域で自分らしく過ごすため、本人や家族に対し介護の方法や

医療情報について分かりやすく情報提供するとともに、気軽に相談できる体制の整備

を図ります。

また、介護の方法や、在宅で人生の最期を過ごすための「看取り」について、市民

公開講座や出前講座を開催し、周知・啓発に努めます。

② 医療と介護の連携強化

事業内容

介護サービスを受けながら在宅で生活している高齢者が、医療機関への受診が必要

になった時、スムーズに適切な医療が受けられるように、また、医療機関での入院生

活から在宅生活へと戻る時、スムーズに介護サービスが受けられるように介護保険事

業所と医療機関の関係者がうまく連携できる体制づくりを船井医師会や京都府の指導

のもと広域的に構築します。

また、在宅で療養生活を送る要介護高齢者の生活を継続して支えていくためには、

当事者に関わっている医療職と介護職の連携は必要不可欠です。

そのために平成 年度に船井医師会、京都府南丹保健所、京丹波町と共同で作成し

た「在宅医療介護連携マップ」を積極的に活用し、医療機関や介護事業所で従事する

専門職同士が密に連携をとれる体制づくりを進めます。

医療・介護の専門職に対し、京都府が養成している「在宅療養コーディネーター」

研修の受講を勧め、連携方法等について専門職自身が身に付けられるようにします。

各専門職の持つスキルを共有し、医療・介護が必要な方への対応の際に活用できる

ように、また、専門職一人ひとりが孤立し、問題を抱え込むようなことがないよう専

門職同士の〝お互いの顔が見える関係づくり〟を推進し、情報交換の場の設定や、そ

の方法について検討します。



（６）生活支援サービスの体制整備

① 生活支援体制の整備

事業内容

急速に進む高齢化社会において、住み慣れた地域で安心して在宅生活が送れるよう

に、地域社会に互助の精神に基づく支援体制づくりの構築を進めていきます。

介護予防につながる身近な地域でのサロン活動の充実や、地域が担うサービスの提

供を創出するため、日常生活圏域ごとに配置している生活支援コーディネーターを中

心に、それらを検討し協議する場として協議体の設置に取り組みます。地域でのサロ

ンの立ち上げを中心に、地域住民の自主的な活動の支援を行います。また、地域の特

性を十分に活かした「地域ぐるみの支え合い」を推進するため、今ある地域資源を継

続させながら、高齢者だけでなく幅広い世代が参加し、多様な生活ニーズに対応でき

る必要なサービスを地域で提供できる体制を目指します。

〈実績と目標〉

指 標

実 績 計 画

年

（平成 年）度

年

（平成 年）度

年

（平成 年）度

（見込み）

年

（平成 年）度

年

（平成 年）度

年

サロン数 サロン サロン サロン サロン サロン サロン

地域福祉推進組織数 ４組織 ６組織 ６組織 ８組織 組織 組織



（７）高齢者の安心・安全の確保

① 高齢者の安全確保

事業内容

高齢者の活動の機会が増加するとともに、高齢者が交通事故にあう機会が増加して

いるため、南丹警察署等の関係機関と連携して、一層の交通安全の高揚に努め、交通

事故防止を推進します。

〈実績〉

指 標

実 績

年

（平成 年）度

年

（平成 年）度

年

（平成 年）度

（見込み）

高齢者の交通事故
発生件数 件 件 件

② 高齢者のための防犯・防災対策

事業内容

高齢者が安心して生活できる社会環境をつくるために、南丹警察署や南丹市消防団

等の関係機関との連携を強化するとともに、地域住民や自治会、老人クラブ、民生児

童委員協議会、社会福祉協議会等が協力し地域ぐるみで日頃から声かけを行うなど見

守りネットワークの構築に努めます。

また、災害時には自主防災組織の活動や、地域の中で災害時に何らかの支援や配慮

が必要な方を登録した「災害時要配慮者支援台帳」などを活用し、各関係機関・団体

等との連携のもと、安否確認や避難誘導体制などの支援体制づくりを進めるとともに、

避難情報の確実な伝達、避難場所の確保、防災意識の醸成など、災害時における高齢

者への支援の充実を図ります。

〈実績と目標〉

指 標

実 績 計 画

年

（平成 年）度

年

（平成 年）度

年

（平成 年）度

（見込み）

年

（平成 年）度

年

（平成 年）度

年

高齢者の災害時要配慮者

支援台帳の登録者数
人 人 人 人 人 人



２．健康で生き生きと暮らせるまちづくり

（１）健康づくり・介護予防・重度化防止の推進

① 心身の健康づくり

事業内容

市民の健康増進を支援するため、「南丹市健康増進・食育推進計画」に基づき、「自

分の健康は自分で守る」という意識を高め、市民が健康づくりと生活習慣病予防のた

めの正しい知識等を身に付け、健康づくりに取り組めるように、各種健康診査・各種

がん検診を実施します。

また、高齢者は有病率も高くなり、病気とうまく付き合っていくことが重要です。

今後ますます認知症の増加が予想される中、その原因となる生活習慣病の発症予

防・重症化予防のために、健康教育等を実施します。

また、きめ細かく健康相談を行うことで、認知症の早期発見に努めます。

〈実績と目標〉

指 標

実 績 計 画

年

（平成 年）度

年

（平成 年）度

年

（平成 年）度

（見込み）

年

（平成 年）度

年

（平成 年）度

年

特定健診 ～ 歳 人 人 人 人 人 人

特定健診 ～ 歳 人 人 人 人 人 人

健やか健診 歳以上 人 人 人 人 人 人

胃がん検診 人 人 人 人 人 人

肺がん検診 人 人 人 人 人 人

大腸がん検診 人 人 人 人 人 人

乳がん検診 人 人 人 人 人 人

子宮がん検診 人 人 人 人 人 人

健康教育
回 回 回 回 回 回

人 人 人 人 人 人

健康相談
回 回 回 回 回 回

人 人 人 人 人 人



② 介護予防・重度化防止の推進

事業内容

１）介護予防把握事業

収集した情報等により閉じこもり等の何らかの支援を要する人を把握し、基本チェ

ックリストを活用し、介護予防活動へつないでいきます。

２）介護予防普及啓発事業

高齢者が元気で自立した生活を続けていくため、健診結果報告会、サロン活動等で、

保健師・栄養士等による生活改善のアドバイスを実施します。また、市民自らが主体

的に介護予防に取り組めるよう支援します。

３）地域介護予防活動支援事業

生きがい活動支援通所事業など、地域における住民主体の介護予防活動が活発に展

開されるように、関係団体等と連携して介護予防活動の育成・支援を行います。

４）地域リハビリテーション活動支援事業

地域における介護予防の取り組みの機能強化を図るため、通所、訪問、地域ケア会

議、サービス担当者会議、住民による通いの場等で、理学療法士などリハビリテーシ

ョンの専門職による助言が得られるように関係機関との連携等により体制づくりに取

り組み、介護予防の強化を図ります。

５）介護予防ケアマネジメント

自立保持のための身体的・精神的・社会的機能の維持向上を目標として、要支援者

や事業対象者に対し、①一次アセスメント、②介護予防ケアプランの作成、③サービ

ス提供後のアセスメント、④事業評価といったプロセスによる事業を実施していきま

す。



〈実績と目標〉

指 標

実 績 計 画

年

（平成 年）度

年

（平成 年）度

年

（平成 年）度

（見込み）

年

（平成 年）度

年

（平成 年）度

年

各種運動教室
・体力測定会

回 回 回 回 回 回

人 人 人 人 人 人

後期高齢者の運動教室
― ― 回 回 回 回

― ― 人 人 人 人

健康教育・相談
（結果報告会等）

回 回 回 回 回 回

人 人 人 人 人 人

介護予防サポーター
養成講座

１回 １回 １回 １回 １回 １回

人 人 人 人 人 人

住民主体の体操教室 ４箇所 ４箇所 ６箇所 ６箇所 ８箇所 箇所

（２）高齢者の社会参加などによる生きがいづくりの推進

① 高齢者の学習機会の提供

事業内容

歳以上の市民を対象とした生涯学習講座「さくら楽習館」を開設し、市内各地域

の社会教育施設を利用しながら、充実した講座を計画、実施しています。心身ともに

健康で生きがいと喜びに満ちた生活が送れるよう学習機会の提供と地域活動に参加で

きる仕組みづくりを推進していきます。

〈実績と目標〉

指 標

実 績 計 画

年

（平成 年）度

年

（平成 年）度

年

（平成 年）度

（見込み）

年

（平成 年）度

年

（平成 年）度

年

さくら楽習館 参加者数 人 人 人 人 人 人

講座数 講座 講座 講座 講座 講座 講座



② 高齢者の就業機会の拡大

事業内容

高齢者の方に就業機会を提供することにより、高齢者の社会参加を促進することを

目的として設置されたシルバー人材センターに対して、運営補助金を交付します。

また、会員組織活動の強化、事務局機能の強化、生活支援サービスの拡大やそれに

向けての技能講習の充実等、自主的な活動を支援し、高齢者が活躍できる場の確保に

つなげます。

あわせて、福祉サービス提供事業所として重要な位置を占めており、今後も市と連

携しながら、サービス提供の充実を図ります。

〈実績〉

指 標

実 績

年

（平成 年）度

年

（平成 年）度

年

（平成 年）度

（見込み）

会員登録数 人 人 人

事業請負件数 件 件 件

③ ボランティア等活動の支援

事業内容

社会福祉協議会が行っているボランティア事業への支援や人材育成・発掘等の支援

を行いつつ、高齢者が積極的に参加できるよう情報提供を行っています。

また、社会福祉協議会より委嘱を受けたふれあい委員や民生児童委員等が中心とな

り地域でのサロン活動を充実させており、身近な居場所づくりとして、これらの活動

を支援します。

〈実績〉

指 標

実 績

年

（平成 年）度

年

（平成 年）度

年

（平成 年）度

（見込み）

ボランティア団体登録数 団体 団体 団体



④ 老人クラブ活動の支援

事業内容

老人クラブは、地域を基盤に結成された自主的な組織であり、仲間づくりを通して、

自らの健康づくり、文化・スポーツ活動、社会福祉活動、寝たきり老人等への家庭訪

問等のボランティア活動など、さまざまな取り組みを展開しています。

今後、超高齢者社会が進む中で、高齢者自身が地域活動の担い手としての役割を果

たすことや、老人クラブが主体となって介護予防や健康増進活動の場を企画・運営す

ることなどが期待されます。

このような老人クラブの活動に対し必要な支援を行い、高齢者の積極的な社会参加

と生きがいづくりを促進します。

〈実績と目標〉

指 標

実 績 計 画

年

（平成 年）度

年

（平成 年）度

年

（平成 年）度

（見込み）

年

（平成 年）度

年

（平成 年）度

年

補助

クラブ数
クラブ クラブ クラブ クラブ クラブ クラブ

⑤ 高齢者福祉センターの活用

事業内容

健康福祉の拠点として、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための総

合的施設で、 歳以上の高齢者を対象に利用いただく施設として、現在、「こむぎ山健

康学園老人福祉センター（園部町）」、「八木老人福祉センター（八木町）」、「美山高齢

者コミュニティセンター（美山町）」の３箇所を設置しています。

高齢者が集い、憩い、介護予防などのより一層の推進を目指し、サークル活動への

場所の提供や高齢者のニーズに応じた講座を展開する等、高齢者同士が交流を深める

ことができるとともに、今後は健康づくり等の介護予防に重点をおくなど、事業内容

の充実に努めます。

〈実績と目標〉

指 標

実 績 計 画

年

（平成 年）度

年

（平成 年）度

年

（平成 年）度

（見込み）

年

（平成 年）度

年

（平成 年）度

年

老人福祉
センター
延利用者数

人 人 人 人 人 人



３．介護保険サービスを利用して安心して暮らせるまちづくり

（１）介護給付の適正化

① 適正な認定調査と認定審査の実施

事業内容

１）認定調査・資料内容点検

認定調査は、その調査結果が要支援・要介護認定の基本的な資料となることから公

平公正に行われる必要があります。したがって、認定調査員に対して、定められた調

査方法や判定基準での認定調査・特記事項の記載を徹底するため、定期的に研修を実

施し調査員としての資質向上に努めます。

また、京都府や地元医師会とも連携し、研修や情報提供を行うなど、主治医意見書

の記載が適切に行われるとともに記載内容の充実が図られるよう取り組みます。

そして、認定審査会資料である認定調査結果と主治医意見書は、市職員により全て

事前に確認を行い、適正な認定審査が円滑に実施されるよう取り組みます。

２）適正な介護認定審査会の運営

認定審査は、その審査判定結果が被保険者のサービス利用に直結し、保険給付の基

準にもなるため適正に行われる必要があります。本市の介護認定審査会は４つの合議

体により構成されており、認定審査はそれぞれの合議体で実施しています。審査資料

については、審査会開催日の１週間前には委員に送付することで、より慎重に審査判

定ができるよう努めています。また、定められた手法及び基準により審査判定がなさ

れるよう、研修や委員相互の意見交換などの機会を設け、認定審査の平準化や適正な

介護認定審査会の運営に努めています。

〈実績と目標〉

指 標

実 績 計 画

年

（平成 年）度

年

（平成 年）度

年

（平成 年）度

（見込み）

年

（平成 年）度

年

（平成 年）度

年

認定調査
（直営） 件 件 件 件 件 件

認定調査
（委託） 件 件 件 件 件 件

事後点検

件数
件 件 件 件 件 件

事後点検

実施率
％ ％ ％ ％ ％ ％



② 介護給付適正化に向けた取り組みの推進

事業内容

介護保険事業を安定的に運営していくためには、利用者の自立支援に向けた適切な

サービスが提供されているかを定期的に確認し、常に適正な給付が行われるようにす

る必要があります。

そのため、国民健康保険団体連合会に委託している「縦覧点検」や「医療情報との

突合点検」を継続して実施するとともに、介護給付適正化支援システムの活用や「ケ

アプラン点検」などにより、利用者の心身状況に適した必要なサービスが提供される

よう取り組みます。

また、住宅改修費支給の事前申請の徹底を図り、福祉用具購入・貸与についても、

利用者の身体状況や生活環境に応じた内容かを審査・点検し、適正な給付がなされる

よう努めます。

〈実績と目標〉

指 標

実 績 計 画

年

（平成 年）度

年

（平成 年）度

年

（平成 年）度

（見込み）

年

（平成 年）度

年

（平成 年）度

年

ケアプランの点検 事業所数 ０箇所 ０箇所 ０箇所 ３箇所 ３箇所 ３箇所

縦覧点検回数 回 ９回 回 回 回 回

医療情報との突合回数 回 ９回 回 回 回 回

住宅改修の点検件数 件 件 件 件 件 件

福祉用具購入調査件数 件 件 件 件 件 件

福祉用具貸与調査件数 件 件 件 件 件 件

給付実績の活用回数
（市介護給付適正化支援シ
ステム）

４回 ２回 ４回 ５回 ６回 ６回



（２）介護サービスの量・質の向上のための取り組み

① サービス事業者への指導・助言

事業内容

利用者に適切なサービスが提供されサービスの質の維持・向上を図るためには、事

業者に対し指定基準・運営基準等の遵守を徹底するとともに、保険者の立場から指導・

助言を行うことが重要です。

そのため、京都府や関係機関と連携しながら、事業者への立ち入り調査などを実施

し、事業者による不正の防止と適正なサービスを提供できる体制づくりに努めます。

また、地域密着型サービス事業所及び居宅介護支援事業所については市町村が指

定・指導監督権限を有しているため、利用者に対し、適切でより良いサービスが提供

されるよう事業者との連携を深め、積極的に情報提供などの支援・助言を行い、事業

者への立ち入り調査も実施しながら指導・監督を行います。

〈実績と目標〉

指 標

実 績 計 画

年

（平成 年）度

年

（平成 年）度

年

（平成 年）度

（見込み）

年

（平成 年）度

年

（平成 年）度

年

指導事業

所数
３箇所 ２箇所 ３箇所 ６箇所 ６箇所 ７箇所



② 介護サービスの質・量の確保

事業内容

１）居宅系サービス

在宅介護の中心となる通所介護サービスについて、第７期計画期間では日吉圏域（胡

麻地域）において１事業所（定員 名）を整備するとともに、美山圏域において新規

参入事業者の誘導に努め、サービス供給体制の強化を図ります。

また、居宅系各サービスの指定権限を有する京都府より南丹市内での事業所開設申

請に係る市の意見を求められた場合は、できる限り市内全域においてバランスよく介

護資源が整備できるよう調整を求めます。

２）施設系サービス

第７期計画期間では、介護老人福祉施設・介護老人保健施設については、広域型、

地域密着型ともに本市内での新たな整備計画や増床・減床計画はありません。入所者

に対するサービスの質的向上を図るため、京都府等と連携しながら引き続き事業者の

取り組みを支援します。

また、介護療養型医療施設については、介護医療院への転換が平成 年度末まで延

長されたことや、新規での事業所指定が行われないことに伴い、既存の医療機関の動

向を見極めながら見込み量の確保に努めます。

３）地域密着型サービス

要介護者認定を受けた高齢者等が、在宅で安心して生活するためには、 時間

日の在宅生活を支えるサービスの充実が重要で、なかでも小規模多機能型居宅介護事

業所が果たす役割は、非常に大きいと思われます。小規模多機能型居宅介護事業所は、

現在、園部圏域に２事業所、日吉圏域に１事業所が整備されています。第７期計画期

間では、美山圏域（知井地区）１事業所を整備するとともに、八木圏域において新規

参入事業者の誘導に努め、サービス供給体制の強化を図ります。

また、定員が 人以下の小規模な通所介護（デイサービス）事業所については、平

成 年４月１日から地域密着型サービスに移行されており、その事業所指定等の権限

は市に属しています。第７期計画期間中の地域密着型通所介護事業所の整備について

は、公募による事業者の選定は行いませんが、法人等から事業所の開設に関する相談

があった場合は、その開設場所や事業実施範囲等について慎重に協議し、できる限り

市内全域においてバランスよく介護資源が整備できるよう調整します。



③ ケアマネジャーの育成、質的向上

事業内容

利用者のニーズに応じた適切なケアマネジメントが行われるためには、ケアマネジ

ャーに高い資質が求められます。

これまで地域包括支援センターを中心に連絡協議会等で事例検討や専門的な研修を

行ってきましたが、市担当課に専門職（社会福祉士・ケアマネジャー・保健師等）を

配置するなど人員体制の強化に努めるとともに、包括支援センター及び居宅介護支援

事業所との連携も強化します。

また、今後も各種研修会への参加を促すとともに積極的に情報提供を行い、ケアマ

ネジャーからの相談にきめ細かに対応しつつ、ケアマネジャー試験の受験に関する支

援策についても検討を行い、ケアマネジャーの質的向上と支援に努めます。

〈実績と目標〉

指 標

実 績 計 画

年

（平成 年）度

年

（平成 年）度

年

（平成 年）度

（見込み）

年

（平成 年）度

年

（平成 年）度

年

ケアマネ連絡会実施回数 ６回 ６回 ６回 ６回 ６回 ６回

ケアマネ研修会実施回数 ― ― ― ２回 ２回 ２回

④ サービス利用の促進

事業内容

高齢者だけではなく幅広い年齢層に介護保険制度の周知を図り、保険料などの費用

負担の仕組みについても市民の理解を深めるため、利用ガイドブック等を全戸配布す

るとともに、市の広報誌やホームページ・ＣＡＴＶ等の活用、出前講座の実施など、

さまざまな面から広報活動に取り組みます。

また、ケアマネジャー等による利用者への制度説明や相談対応を支援するため、情

報提供等を積極的に行い、より一層の普及啓発に努めます。



⑤ 介護相談員の派遣によるサービスの質の向上

事業内容

介護相談員養成研修を受講した相談員を、希望があったサービス事業所に派遣し、

利用者の話を聞くことで疑問や不満、不安の解消を図るとともに、利用者とサービス

提供事業者との橋渡しを行います。

また、相談員の資質向上のために、定期的に現任研修を受講するなどして、他市町

の相談員と交流することで、今後ますます相談員業務が充実するよう相談員が集まる

会議などで検討を行います。

〈実績と目標〉

指 標

実 績 計 画

年

（平成 年）度

年

（平成 年）度

年

（平成 年）度

（見込み）

年

（平成 年）度

年

（平成 年）度

年

相談員数 ７人 ８人 ８人 ８人 ８人 人

派遣回数 回 回 回 回 回 回



⑥ 介護サービス従事者の人材確保、資質向上対策

事業内容

１）介護サービス従事者の人材確保対策

多くの介護保険事業者が、積極的に介護サービス従事者の人材確保に向けた職員募

集等を行っているにもかかわらず、その現状は大変厳しく、事業を運営する上で大き

な課題となっています。

本市では、介護保険事業者の人材不足の解消を目的に、「介護職員初任者研修受講者

支援事業」を実施し、研修修了者が市内事業所に一定期間勤務することを条件として、

研修受講費用の一部を助成しています。今後もこの制度を継続することにより市内の

介護保険事業者への就職を支援します。

また、福祉を支える中核的人材の育成や、人材育成に取り組む事業所を分かりやす

く紹介するため、市内の介護保険事業者等に対し京都府が実施している「きょうと福

祉人材育成認証制度」への登録や、認証取得への取り組みを啓発・促進します。

あわせて、就職を促すための就職説明会や介護現場での雇用に向けた再研修の実施、

再就職準備資金の貸出など、京都府や福祉人材・研修センター等と連携し、介護人材

確保の取り組みを支援します。

さらに、介護ロボットを導入する介護保険事業者に対し補助金を交付し、生産性向

上を通じた労働負担の軽減を図ることにより、介護従事者が継続して就労するための

環境を整えます。

２）介護サービス従事者の人材育成・資質向上対策

市内の介護保険事業所で働く介護従事者を対象に、本人の能力や役割分担に応じた

キャリアパスの道をつくるために、介護福祉士の資格取得に必要となる「介護福祉士

実務者研修」、「介護技術講習会」または、「介護福祉士受験対策講座」等の受講費用に

対する補助制度の創設を検討します。



第５章

介護保険サービス事業



１．介護保険料算定の流れ

介護保険料算定の主な流れは、次に示すとおりです。

総給付費（予防給付費・介護給付費）

特定入所者介護サービス費等給付額

高額介護サービス費等給付額

高額医療合算介護サービス費等給付額

算定対象審査支払手数料

調整交付金相当額 － 調整交付金見込額調整交付金相当額 －調整交付金見込額

① 標準給付費

② 地域支援事業費

③ 第１号被保険者負担分相当額

④ 調整交付金

⑤ 財政安定化基金拠出金及び償還金

⑥ 市町村特別給付費

⑦ 市町村相互財政安定化事業負担額

⑧ 準備基金取崩額

⑨ 保険料収納必要額

第１号被保険者負担割合＝ ％

⑩ 予定保険料収納率

⑪ 所得段階別加入割合補正後被保険者数

⑫ 保険料基準月額

③＝（①＋②）× ％

⑨＝③＋④＋⑤＋⑥＋⑦－⑧

⑫＝⑨÷⑩÷⑪÷ ヶ月



２．サービス事業量の見込み

（１）予防給付

第７期計画期間中の予防給付サービスの利用者数、利用回数については、要支援認定者数の

状況から、ほぼ横ばいで推移しており、次のように見込みます。

また、介護予防訪問介護及び介護予防通所介護は、総合事業への移行に伴い地域支援事業費

として見込みます。

《介護予防訪問介護》

介護予防を目的として、訪問介護員（ホームヘルパー）が利用者の居宅を訪問し、入浴、

排せつ、食事等の介助や調理、洗濯、掃除等の日常生活上の支援を行うサービスです。

第７期では介護予防・日常生活支援総合事業に完全移行するため、予防給付としての見込

みはありません。

《介護予防訪問入浴介護》

介護予防を目的として、自宅の浴槽での入浴が困難な方に対して、利用者の居宅を移動入

浴車で訪問し、入浴の介助を行うサービスです。

《介護予防訪問看護》

介護予防を目的として、医師の指示に基づき、利用者の居宅を看護師等が訪問し、健康チ

ェックや療養上の世話または必要な診療の補助を行うサービスです。

（1月あたり）

平成27年度 平成28年度
平成29年度
（見込み値）

平成30年度 平成31年度 平成32年度

（１）介護予防サービス

介護予防訪問介護 人数（人）

介護予防訪問入浴介護 回数（回）

人数（人）

介護予防訪問看護 回数（回）

人数（人）

介護予防訪問リハビリテーション 回数（回）

人数（人）

介護予防居宅療養管理指導 人数（人）

介護予防通所介護 人数（人）

介護予防通所リハビリテーション 人数（人）

介護予防短期入所生活介護 回数（日）

人数（人）

介護予防短期入所療養介護（老健） 回数（日）

人数（人）

介護予防短期入所療養介護（病院等） 回数（日）

人数（人）

介護予防福祉用具貸与 人数（人）

特定介護予防福祉用具販売 人数（人）

介護予防住宅改修 人数（人）

介護予防特定施設入居者生活介護 人数（人）

（２）介護予防支援 人数（人）



《介護予防訪問リハビリテーション》

介護予防を目的として、医師の指示に基づき、理学療法士や作業療法士等が利用者の居宅

を訪問し、心身機能の維持回復及び日常生活の自立支援に必要なリハビリテーションを行う

サービスです。

《介護予防居宅療養管理指導》

介護予防を目的として、病院や診療所の医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士等が居宅を

訪問し、薬の飲み方、食事など療養上の管理、指導を行うサービスです。

《介護予防通所介護（デイサービス）》

介護予防を目的として、日中、デイサービスセンター等で、入浴、排せつ、食事等の介助、

その他の日常生活上の支援や機能訓練等を行うサービスです。第７期では介護予防・日常生

活支援総合事業に完全移行するため、予防給付としての見込みはありません。

《介護予防通所リハビリテーション（デイケア）》

介護予防を目的として、介護老人保健施設や病院、診療所で、心身機能の維持回復及び日

常生活の自立支援等を目的とするリハビリテーションを行うサービスです。

《介護予防短期入所生活介護（ショートステイ）》

介護老人福祉施設等に短期間入所している利用者に対して、介護予防を目的とした入浴、

食事、その他日常生活上の支援や機能訓練等を行うサービスです。

《介護予防短期入所療養介護（医療型ショートステイ）》

介護老人保健施設等に短期間入所している利用者に対して、介護予防を目的として医師や

看護職員、理学療法士等による医療や機能訓練、日常生活上の支援などを行うサービスです。

《介護予防福祉用具貸与》

介護予防を目的とする日常生活上の自立を助ける用具や機能訓練のための用具を貸与す

るサービスです。

《特定介護予防福祉用具販売》

介護予防を目的とする日常生活上の自立を助ける用具のうち、衛生管理などの問題で貸与

になじまない排せつ・入浴に関する用具について、その購入費用の一部を支給します。

《介護予防住宅改修》

在宅の利用者が、住み慣れた自宅で生活を続けられるよう、介護予防を目的とする小規模

な住宅改修（手すりの取り付け、段差の解消等）に対して、費用の一部を支給します。

《介護予防特定施設入居者生活介護》

介護予防を目的として、介護保険の指定を受けた有料老人ホーム、養護老人ホームや軽費

老人ホーム等に入居している利用者に対して、入浴、排せつ、食事等の介助、その他の日常

生活上の支援や機能訓練等を行うサービスです。

《介護予防支援》

地域包括支援センターの職員等が中心となって、介護予防ケアプランを作成するほか、利

用者が安心してサービスを利用できるよう支援するサービスです。



《介護予防認知症対応型通所介護》

介護予防を目的として、軽度の認知症の利用者を対象に、デイサービスセンター等で、入

浴、排せつ、食事等の介助、その他の日常生活上の支援や機能訓練等を行うサービスです。

《介護予防小規模多機能型居宅介護》

介護予防を目的として、利用者の体調や希望に応じて、サービス拠点への「通い」を中心

に、「訪問」や「泊まり」を組み合わせて提供し、在宅生活の継続を支援するサービスです。

《介護予防認知症対応型共同生活介護（グループホーム）》

介護予防を目的として、認知症の高齢者が共同で生活する住居において、入浴、排せつ、

食事等の介助、その他の日常生活上の支援や機能訓練等を行うサービスです。

（ 月あたり）

平成 年度 平成 年度
平成 年度
（見込み値）

平成 年度 平成 年度 平成 年度

（３）地域密着型介護予防サービス

介護予防認知症対応型通所介護 回数（回）

人数（人）

介護予防小規模多機能型居宅介護 人数（人）

介護予防認知症対応型共同生活介護 人数（人）



（２）介護給付

第７期計画期間中の介護給付サービスの利用者数、利用回数については、要介護認定者数の

増加に伴うサービス利用者の増加を考慮し、次のように見込みます。

《訪問介護》

訪問介護員（ホームヘルパー）が利用者の居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事等の介護や

調理、洗濯、掃除等の日常生活上の世話を行うサービスです。

《訪問入浴介護》

自宅の浴槽での入浴が困難な方に対して、利用者の居宅を移動入浴車で訪問し、入浴の介

護を行うサービスです。

《訪問看護》

医師の指示に基づき、利用者の居宅を看護師等が訪問し、健康チェックや療養上の世話ま

たは必要な診療の補助を行うサービスです。

《訪問リハビリテーション》

医師の指示に基づき、理学療法士や作業療法士等が利用者の居宅を訪問し、心身機能の維

持回復及び日常生活の自立支援に必要なリハビリテーションを行うサービスです。

（ 月あたり）

平成 年度 平成 年度
平成 年度
（見込み値）

平成 年度 平成 年度 平成 年度

（１）居宅サービス

訪問介護 回数（回）

人数（人）

訪問入浴介護 回数（回）

人数（人）

訪問看護 回数（回）

人数（人）

訪問リハビリテーション 回数（回）

人数（人）

居宅療養管理指導 人数（人）

通所介護 回数（回）

人数（人）

通所リハビリテーション 回数（回）

人数（人）

短期入所生活介護 日数（日）

人数（人）

短期入所療養介護（老健） 日数（日）

人数（人）

短期入所療養介護（病院等） 日数（日）

人数（人）

福祉用具貸与 人数（人）

特定福祉用具販売 人数（人）

住宅改修 人数（人）

特定施設入居者生活介護 人数（人）

（２）居宅介護支援 人数（人）



《居宅療養管理指導》

病院や診療所の医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士等が居宅を訪問し、薬の飲み方、食

事など療養上の管理、指導を行うサービスです。

《通所介護（デイサービス）》

日中、デイサービスセンター等で、入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日常生活上の

世話や機能訓練等を行うサービスです。

《通所リハビリテーション（デイケア）》

介護老人保健施設や病院、診療所で、心身機能の維持回復及び日常生活の自立支援等を目

的とするリハビリテーションを行うサービスです。

《短期入所生活介護（ショートステイ）》

介護老人福祉施設等に短期間入所している利用者に対して、入浴、食事、その他日常生活

上の世話や機能訓練等を行うサービスです。

《短期入所療養介護（医療型ショートステイ）》

介護老人保健施設等に短期間入所している利用者に対して、医師や看護職員、理学療法士

等による医療や機能訓練、日常生活上の世話などを行うサービスです。

《福祉用具貸与》

日常生活上の自立を助ける用具や機能訓練のための用具を貸与するサービスです。

《特定福祉用具販売》

日常生活上の自立を助ける用具のうち、衛生管理などの問題で貸与になじまない排せつ・

入浴に関する用具について、その購入費用の一部を支給します。

《住宅改修》

在宅の利用者が、住み慣れた自宅で生活を続けられるよう、その体調に応じた小規模な住

宅改修（手すりの取り付け、段差の解消等）に対して、費用の一部を支給します。

《特定施設入居者生活介護》

介護保険の指定を受けた有料老人ホーム、養護老人ホームや軽費老人ホーム等に入居して

いる利用者に対して、入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日常生活上の世話や機能訓練

等を行うサービスです。

《居宅介護支援》

居宅介護支援事業所のケアマネジャーが中心となって、ケアプランを作成するほか、利用

者が安心してサービスを利用できるよう支援するサービスです。



《定期巡回・随時対応型訪問介護看護》

重度者をはじめとした要介護高齢者の在宅生活を支えるため、日中・夜間を通じて、訪問

介護と訪問看護を一体的にまたはそれぞれが密接に連携しながら、定期巡回訪問と随時の対

応を行うサービスです。

《夜間対応型訪問介護》

中重度の要介護状態となっても、夜間を含め 時間安心して在宅生活が継続できるよう、

夜間（ 時～８時）に定期的に各自宅を巡回し、排せつの介助や安否確認などのサービスを

行う定期巡回と利用者の求めに応じて随時対応する訪問介護を組み合わせたサービスです。

《認知症対応型通所介護》

認知症の利用者を対象に、デイサービスセンター等で、入浴、排せつ、食事等の介護、そ

の他の日常生活上の世話や機能訓練等を行うサービスです。

《小規模多機能型居宅介護》

利用者の体調や希望に応じて、サービス拠点への「通い」を中心に、「訪問」や「泊まり」

を組み合わせて提供し、在宅生活の継続を支援するサービスです。

《認知症対応型共同生活介護（グループホーム）》

認知症の高齢者が共同で生活する住居において、入浴、排せつ、食事等の介護、その他の

日常生活上の世話や機能訓練等を行うサービスです。

《地域密着型特定施設入居者生活介護》

介護保険の指定を受けた定員 人以下の小規模な有料老人ホーム、養護老人ホームや軽

費老人ホーム等に入居している利用者に対して、入浴・排せつ・食事等の介護、その他必要

な日常生活上の世話を行うサービスです。

《地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護》

要介護者を対象に、定員 人以下の小規模な特別養護老人ホームで、入浴、排せつ、食

事等の介護、機能訓練、健康管理などの支援を行うサービスです。

《看護小規模多機能型居宅介護（複合型サービス）》

「小規模多機能型居宅介護」と「訪問看護」など、複数の居宅サービスや地域密着型サー

ビスを組み合わせて、１つの事業所が一体的に提供するサービスです。

（ 月あたり）

平成 年度 平成 年度
平成 年度
（見込み値）

平成 年度 平成 年度 平成 年度

（３）地域密着型サービス

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 人数（人）

夜間対応型訪問介護 人数（人）

認知症対応型通所介護 回数（回）

人数（人）

小規模多機能型居宅介護 人数（人）

認知症対応型共同生活介護 人数（人）

地域密着型特定施設入居者生活介護 人数（人）
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 人数（人）

看護小規模多機能型居宅介護 人数（人）

地域密着型通所介護 回数（回）

人数（人）



《地域密着型通所介護》

日中、利用定員が 名以下のデイサービスセンター等で、入浴、排せつ、食事等の介護、

その他の日常生活上の世話や機能訓練等を行うサービスです。

（３）介護保険施設

第７期計画期間中の介護保険施設については、施設の新規整備及び増床予定はありません。

また、介護療養型医療施設が一部医療病床に転換する予定です。

このため、サービス利用者数に大きな変動はないと推測されますが、介護離職ゼロに向けた

利用者の増加と療養病床からの転換などを考慮し、次のように見込みます。

《介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）》

寝たきりや認知症などで、常に介護が必要で自宅での生活が難しい人が対象の施設です。

入所者に対し、入浴・排せつ・食事等の介護、機能訓練、健康管理、療養上の世話などを行

います。

《介護老人保健施設》

病状が安定し、リハビリテーションなどの医療サービスに重点をおいた介護が必要な人が

対象の施設です。居宅への復帰を目指して、医学的な管理のもとで看護、リハビリテーショ

ンや入浴・排せつ・食事等の日常生活上の世話を行います。

《介護医療院》

「日常的な医療管理」や「看取り・ターミナルケア」等の医療機能と「生活施設」として

の機能を兼ね備えた新たな施設です。要介護者に対し、長期療養のための医療と、日常生活

上の介護を一体的に行います。

《介護療養型医療施設》

急性期の治療が終わり、病状は安定しているものの、長期間にわたり療養が必要な人が対

象の施設です。介護体制の整った医療施設（病院）で、医療サービスや日常生活上の介護な

どを行います。

（ 月あたり）

平成 年度 平成 年度
平成 年度
（見込み値）

平成 年度 平成 年度 平成 年度

（４）施設サービス

介護老人福祉施設 人数（人）

介護老人保健施設 人数（人）

介護医療院 人数（人）

介護療養型医療施設 人数（人）



３．介護保険事業費の見込みと介護保険料

（１）介護保険サービス事業費の見込み

第７期計画期間の介護保険サービス事業費は、サービス事業量の見込みを踏まえ、下記のと

おり見込んでいます。

① 予防給付

（千円／年）

平成 年度 平成 年度
平成 年度
（見込み値）

平成 年度 平成 年度 平成 年度

（１）介護予防サービス

介護予防訪問介護

介護予防訪問入浴介護

介護予防訪問看護

介護予防訪問リハビリテーション

介護予防居宅療養管理指導

介護予防通所介護

介護予防通所リハビリテーション

介護予防短期入所生活介護

介護予防短期入所療養介護（老健）

介護予防短期入所療養介護（病院等）

介護予防福祉用具貸与

特定介護予防福祉用具販売

介護予防住宅改修

介護予防特定施設入居者生活介護

（２）介護予防支援

（３）地域密着型介護予防サービス

介護予防認知症対応型通所介護

介護予防小規模多機能型居宅介護

介護予防認知症対応型共同生活介護

合計



② 介護給付

（千円／年）

平成 年度 平成 年度
平成 年度
（見込み値）

平成 年度 平成 年度 平成 年度

（１）居宅サービス

訪問介護

訪問入浴介護

訪問看護

訪問リハビリテーション

居宅療養管理指導

通所介護

通所リハビリテーション

短期入所生活介護

短期入所療養介護（老健）

短期入所療養介護（病院等）

福祉用具貸与

特定福祉用具販売

住宅改修

特定施設入居者生活介護

（２）居宅介護支援

（３）地域密着型サービス

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

夜間対応型訪問介護

認知症対応型通所介護

小規模多機能型居宅介護

認知症対応型共同生活介護

地域密着型特定施設入居者生活介護

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

看護小規模多機能型居宅介護

地域密着型通所介護

（４）施設サービス

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

介護医療院

介護療養型医療施設

合計



（２）標準給付費見込額

標準給付費については、第７期計画期間の３年間で総額 億 万円を見込んでい

ます。

内訳としては、総給付費（予防給付費・介護給付費）が 億 万円で大半を占め

ています。

※制度改正により、平成 年８月より、２割負担者のうち特に所得の高い層の負担割

合が３割となります。総給付費は利用者負担を１割もしくは２割として算出している

ため、介護給付及び予防給付の合計から一定以上所得者の利用者負担（３割）に伴う

影響額を差し引いて調整しています。

※消費税が、 （平成 ）年 月に ％へ引き上げられる予定であることから、こ

れに伴う影響額を加算しています。

（３）地域支援事業費の見込み

地域支援事業費については、第７期計画期間の３年間で総額６億 万円を見込んで

います。

内訳としては、介護予防・日常生活支援総合事業費が３億 万円、包括的支援事業・

任意事業費が２億 万円となっています。

また、これまで予防給付費で見込んでいた「介護予防訪問介護」「介護予防通所介護」

は総合事業へ移行したことに伴い、地域支援事業費で見込んでいます。

（単位：円）

合計 平成 年度 平成 年度 平成 年度

地域支援事業費

介護予防・日常生活支援総合事業費

包括的支援事業・任意事業費

第７期

（単位：円）

合計 平成30年度 平成31年度 平成32年度

標準給付費見込額

▲4,772,243 ▲1,096,148 ▲1,789,067 ▲1,887,028 

高額介護サービス費等給付額

算定対象審査支払手数料

特定入所者介護サービス費等給付額

第７期

高額医療合算介護サービス費等給付額

総給付費（調整後）

消費税率等の見直しを勘案した影響額

一定以上所得者負担の調整額

総給付費

予防給付

介護給付



（４）第７期介護保険料収納必要額

① 費用負担の構成

「介護保険制度」は、介護を必要とする方が、住み慣れた地域でできる限り自立した日常

生活が送れるよう、社会全体で支える制度です。

介護保険給付費は、 ％が公費負担、残りの ％が第１号被保険者（ 歳以上）と第２

号被保険者（ ～ 歳）による保険料負担により賄われています。

第７期計画期間については、第１号被保険者の保険料負担割合が ％に改正 第６期は

％ されるため、保険料増加の一因となっています。

【第６期】 【第７期】

国は ％相当額を負担することになっていますが、このうちの５％分は調整交付金となっ

ており、各保険者における第１号被保険者の所得構造や後期高齢者の割合によって変動しま

す（低所得者が多い保険者や後期高齢者が多い保険者では５％を超える調整交付金となりま

す）。本市において第６期の計画時点の調整交付金は平均 ％で、第１号被保険者の負担

割合は、標準的な よりも低い平均 でありました。第７期においては、高齢化の

さらなる伸展や所得構造から、調整交付金は標準的な５％より多い ～ ％程度（年度

により異なる）になることが見込まれます。

この結果、第１号被保険者の負担割合は、標準的な ％よりも低い、 ～ ％程度

を推移しています。

【第６期】 【第７期】

第１号

被保険者
20.23%

第２号

被保険者
28.0%

南丹市
12.5%

京都府
12.5%

国 20.0%

国（調整交付金）

平均7.77%
第１号

被保険者

19.8～
20.3%

第２号

被保険者

27.0%

南丹市
12.5%

京都府
12.5%

国 20.0%

国（調整交付金）

7.7～8.2%

第１号

被保険者
22.0%

第２号

被保険者
28.0%

南丹市
12.5%

京都府
12.5%

国 25.0%
第１号

被保険者
23.0%

第２号

被保険者
27.0%

南丹市
12.5%

京都府
12.5%

国 25.0%



② 介護保険財政安定化基金及び介護給付費準備基金

【介護保険財政安定化基金】

京都府では、府内保険者（市町村）の介護保険財政の安定化を図るため、介護保険財政

安定化基金として各保険者からの拠出金を積み立てており、必要に応じてこれを取り崩し、

保険者に交付することにしています。第７期においては、各保険者からの拠出金の積み立

て及び各保険者への交付は予定されておりません。

【介護給付費準備基金】

介護保険料は、介護保険事業計画期間中に見込まれる給付費等に基づき算出されるため、

その計画期間中の介護給付費が見込額を下回る場合は、介護保険料に余剰が生じることに

なります。そして、介護保険料に余剰が生じた場合は、これを介護給付費準備基金に積み

立て、必要に応じて取り崩し、次期計画に繰り入れることで、適正な介護保険料の算定及

び介護保険財政の安定化を図るものとされています。

本市では、第６期計画期間中に約２億円程度の準備基金残高を見込んでおり、第７期計

画期間における適正な介護保険料の算定のため、準備基金を１億円取り崩し、保険料の大

幅な上昇を抑制することとします。

③ 保険料収納必要額

「保険料収納必要額」は、第７期計画期間中において、第１号被保険者に負担いただく

保険料として確保する必要のある額です。

（単位：円）

３ヵ年累計

標準給付費見込額 （①）

地域支援事業費 （②）

第1号被保険者負担分相当額 （③） ＝（①＋②）×23.0％

調整交付金 （④） ＝Ａ－C ▲ 366,372,626 

調整交付金相当額 （Ａ） ＝（①＋②の総合事業のみ）×５％

調整交付金見込交付割合 （Ｂ） 7.7～8.2% 

調整交付金見込額 （Ｃ） ＝（①＋②の総合事業のみ）×B

財政安定化基金拠出金及び償還金 （⑤）

市町村特別給付費 （⑥）

市町村相互財政安定化事業負担額 （⑦）

準備基金取崩額 （⑧）

保険料収納必要額　 （⑨） ＝③＋④＋⑤＋⑥＋⑦－⑧

区分



（５）第１号被保険者の保険料段階と介護保険料

① 保険料段階

第１号被保険者の保険料は、被保険者の負担能力に応じたきめ細かな保険料賦課を図る

ため、これまでから国が示す標準的な段階を超える多段階に設定しています。

第７期の保険料段階設定にあたっては、国の制度改正に伴い基準所得額の変更をするも

のの、基本的な段階区分は第６期を踏襲しつつ、公費負担による仕組みを継続し、負担軽

減に努めます。

【第６期計画】 【第７期計画】

※第６期においては、第１段階を対象に公費による軽減措置が実施されており、第７期においても、

継続される見込みとなっております。（基準額に対する割合 ⇒ ）

基準額に 基準額に

対する 対する

割合 割合

第5

段階

世帯に市民税課税者があり本人が市民税

非課税かつ本人の前年の課税年金収入額

と合計所得金額の合計が80万円超

第5

段階

世帯に市民税課税者があり本人が市民税

非課税かつ本人の前年の課税年金収入額

と合計所得金額の合計が80万円超

第6

段階

本人が市民税課税かつ本人の前年の合計

所得金額が120万円未満

第6

段階

本人が市民税課税かつ本人の前年の合計

所得金額が120万円未満

第7

段階

本人が市民税課税かつ本人の前年の合計

所得金額が120万円以上 万円未満

第7

段階

本人が市民税課税かつ本人の前年の合計

所得金額が120万円以上 万円未満

第8

段階

本人が市民税課税かつ本人の前年の合計

所得金額が190万円以上290万円未満

第8

段階

本人が市民税課税かつ本人の前年の合計

所得金額が 万円以上 万円未満

第9

段階

本人が市民税課税かつ本人の前年の合計

所得金額が290万円以上400万円未満

第9

段階

本人が市民税課税かつ本人の前年の合計

所得金額が 万円以上400万円未満

第10

段階

本人が市民税課税かつ本人の前年の合計

所得金額が400万円以上600万円未満

第10

段階

本人が市民税課税かつ本人の前年の合計

所得金額が400万円以上600万円未満

第11

段階

本人が市民税課税かつ本人の前年の合計

所得金額が600万円以上

第11

段階

本人が市民税課税かつ本人の前年の合計

所得金額が600万円以上

所得

段階
本人の課税区分等

所得

段階
本人の課税区分等

第1

段階

・生活保護受給者

・世帯全員が市民税非課税かつ

　老齢福祉年金受給者

・世帯全員が市民税非課税かつ

　本人の前年の課税年金収入額と

　合計所得金額の合計が80万円以下

第1

段階

・生活保護受給者

・世帯全員が市民税非課税かつ

　老齢福祉年金受給者

・世帯全員が市民税非課税かつ

　本人の前年の課税年金収入額と

　合計所得金額の合計が80万円以下

第2

段階

世帯全員が市民税非課税かつ本人の前年

の課税年金収入額と合計所得金額の合計

が80万円超120万円以下

第2

段階

世帯全員が市民税非課税かつ本人の前年

の課税年金収入額と合計所得金額の合計

が80万円超120万円以下

第4

段階

世帯に市民税課税者があり本人が市民税

非課税かつ本人の前年の課税年金収入額

と合計所得金額の合計が80万円以下

第4

段階

世帯に市民税課税者があり本人が市民税

非課税かつ本人の前年の課税年金収入額

と合計所得金額の合計が80万円以下

第3

段階

世帯全員が市民税非課税かつ本人の前年

の課税年金収入額と合計所得金額の合計

が120万円超

第3

段階

世帯全員が市民税非課税かつ本人の前年

の課税年金収入額と合計所得金額の合計

が120万円超



前掲の所得段階別の第１号被保険者数については、次のように見込んでいます。

※所得段階別加入割合補正後被保険者数とは、保険料基準額（第５段階）を負担する所

得段階に属している第１号被保険者の負担率を「 」とした場合、所得段階別の保

険料基準額に対する割合に応じて、保険料基準額を負担する第１号被保険者の何人分

に相当するかを算出し、算出後の人数について合計したものです。

本市においては、７期計画期間中の被保険者数合計 人に対し、所得段階別加

入割合補正後被保険者数は 人となり低所得者層の割合が高い結果となってい

ます。

年 年 年
平成 年平成 年平成 年

第 段階
第 段階
第 段階
第 段階
第 段階
第 段階
第 段階
第 段階
第 段階
第 段階
第 段階

計
所得段階別加入割合補正後被保険者数

所得段階別区分別の第１号被保険者数の見込み

区分 第７期
合計



② 保険料収納率

第１号被保険者からの保険料徴収は、特別徴収（年金からの天引き）と普通徴収（納付書

または口座振替による納付）ありますが、普通徴収分については徴収率が ％に達してい

ない現状を踏まえ、第７期の予定保険料収納率としては ％を見込んでいます。

〈保険料負担の仕組み〉



③ 保険料基準額

第７期における第１号被保険者の介護保険料の基準額を下記により算出すると、

月額 円になります。

保険料基準額（月額） 円

保険料基準額の内訳は次のとおりです。

（単位：円）

３ヵ年累計

保険料収納必要額 （①）

予定保険料収納率 （②）

所得段階別加入割合補正後被保険者数 （③）

保険料基準額（月額） （④） ＝①÷②÷③÷

区分

金額 構成比

総給付費

在宅サービス

居住系サービス

施設サービス

その他給付費

地域支援事業費

保険料収納必要額（月額）

準備基金取崩額 ▲ ▲

保険料基準額（月額）

財政安定化基金（拠出金見込額＋償還金）

介護保険料基準額（月額）の内訳



④ 所得段階別保険料

第７期計画期間の所得段階別介護保険料を以下のとおり設定します。

※低所得者の保険料軽減を図るため、第１段階を対象に公費が投入される予定です。

（公費投入後の基準額に対する割合 ⇒ ）

基準額に

対する

割合

第5

段階

世帯に市民税課税者があり本人が市民税非課税

かつ本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超

第6

段階

本人が市民税課税

かつ本人の前年の合計所得金額が120万円未満

第7

段階

本人が市民税課税

かつ本人の前年の合計所得金額が120万円以上200万円未満

第8

段階

本人が市民税課税

かつ本人の前年の合計所得金額が200万円以上300万円未満

第9

段階

本人が市民税課税

かつ本人の前年の合計所得金額が300万円以上400万円未満

第10

段階

本人が市民税課税

かつ本人の前年の合計所得金額が400万円以上600万円未満

第11

段階

本人が市民税課税

かつ本人の前年の合計所得金額が600万円以上

第4

段階

世帯に市民税課税者があり本人が市民税非課税

かつ本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下

第2

段階

世帯全員が市民税非課税

かつ本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超120万円以下

第3

段階

世帯全員が市民税非課税

かつ本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円超

保険料（円）
年額

所得

段階
本人の課税区分等

第1

段階

・生活保護受給者

・世帯全員が市民税非課税かつ老齢福祉年金受給者

・世帯全員が市民税非課税かつ本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の

　合計が80万円以下
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１．日常生活圏域

園部圏域

人口 人

将来人口 人

高齢者数 人

将来高齢者数 人

高齢化率

将来高齢化率

八木圏域

人口 人

将来人口 人

高齢者数 人

将来高齢者数 人

高齢化率

将来高齢化率

日吉圏域

人口 人

将来人口 人

高齢者数 人

将来高齢者数 人

高齢化率

将来高齢化率

美山圏域

人口 人

将来人口 人

高齢者数 人

将来高齢者数 人

高齢化率

将来高齢化率

園部

八木

日吉

美山

※人口及び高齢者数、高齢化率：住民基本台帳（ 年（平成 年） 月１日現在）

※将来人口及び将来高齢者数、将来高齢化率： 年の値であり、独自推計値



２．南丹市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委員会設置要綱

平成18年1月1日 

告示第70号 

改正 平成19年7月30日告示第180号 

平成21年1月30日告示第29号 

平成23年3月31日告示第109号 

(設置) 

第1条 本市における、本格的な高齢社会の到来に伴う多くの課題に対処し、連携のとれた

保健・福祉サービスの提供体制の確立を図ること及び介護保険事業に係る保険給付の円

滑な実施に関する計画を定めるため、南丹市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委

員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。 

(所掌事項) 

第2条 策定委員会は、次に掲げる事項を所掌する。 

(1) 介護保険事業計画の進捗状況に関すること。 

(2) 介護保険事業の円滑な運営に関すること。 

(3) 南丹地域包括支援センター運営協議会に関すること。 

(4) 南丹市地域密着型サービス運営協議会に関すること。 

(5) その他介護保険事業に調整が必要な事項に関すること。 

(組織) 

第3条 策定委員会は、委員20人以内をもって組織する。 

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(1) 関係団体等 

(2) 学識経験者 

(3) 被保険者等 

(4) その他 

(委員長及び副委員長) 

第4条 策定委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の中から互選によってこれを定める。 

2 委員長は、策定委員会の会務を総理し、策定委員会を代表する。 

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。 



(委員の任期) 

第5条 委員の任期は3年とする。 

2 欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

(会議) 

第6条 策定委員会は、必要に応じて委員長が招集する。 

2 会議の議長は、委員長がこれに当たる。 

(庶務) 

第7条 策定委員会の庶務は、市民福祉部において処理する。 

(その他) 

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。 

附 則 

この告示は、平成18年1月1日から施行する。 

附 則(平成19年7月30日告示第180号) 

この要綱等は、平成19年8月1日から施行する。 

附 則(平成21年1月30日告示第29号) 

この告示は、平成21年2月1日から施行する。 

附 則(平成23年3月31日告示第109号) 

この告示は、平成23年4月1日から施行する。 



３．南丹市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委員会委員名簿

氏　　　名 所　　　　　属　　　　　等

廣 瀨 孝 人 南丹市議会

柿 迫 正 紀 南丹市議会

田 中 博 南丹市社会福祉協議会

寺 尾 哲 雄 南丹市社会福祉協議会

森 昭 夫 公益財団法人南丹市福祉シルバー人材センター

四 方 厚 司 （福）長生園

杉 本 博 （医）清仁会　シミズふないの里　

植 野 幸 生 （福）日吉たには会

覗 渕 八 重 子 （福）北桑会　美山やすらぎホーム

南 清 南丹市民生児童委員協議会

松 本 郁 夫 南丹市身体障害者福祉会

谷 義 治 南丹市老人クラブ連合会

廣 野 良 定 船井医師会

吉 田 隆 夫 南丹市介護認定審査会

出 野 比 啓 学識経験者（家族介護者代表）

山 田 政 則 京都府南丹保健所企画調整室

委 員 長

備　考

副委員長
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